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【
要
約
】
　
五
情
羅
文
と
は
、
朝
鮮
王
朝
が
収
集
し
た
日
本
情
勢
を
清
朝
に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
通
信
使
の
派
遣
・
準
備
・
帰
國
等
の
も

．
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
六
三
六
年
次
～
一
八
＝
年
次
の
逓
信
使
関
連
倭
情
願
文
に
よ
れ
ば
、
～
六
五
五
年
次
以
後
の
通
信
使
は
、
形
式
的
に
は
朝
鮮

王
朝
が
宗
主
国
清
朝
に
対
し
て
派
遣
の
可
否
な
ど
の
意
向
を
尋
ね
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
朝
鮮
王
朝
側
が
判
断
を
下
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。

と
り
わ
け
～
六
五
五
年
次
の
も
の
は
、
そ
の
後
一
八
＝
年
ま
で
繰
り
返
さ
れ
る
倭
華
年
文
の
基
本
形
式
を
確
立
し
た
点
で
画
期
と
な
る
。

　
一
方
、
一
六
四
三
年
次
の
通
信
使
は
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
実
質
的
な
意
向
を
受
け
て
か
ら
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
在
位
中
の
三
回
の
倭
情
沓

文
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
彼
が
在
位
中
に
は
一
貫
し
て
日
本
に
対
す
る
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
は
国
本
情
報
を
探
偵

す
る
ル
ー
ト
と
し
て
早
旦
使
を
活
用
す
る
目
的
が
あ
り
、
一
六
四
三
年
次
通
信
使
派
遣
に
特
殊
な
関
心
を
払
い
、
そ
の
派
遣
に
直
接
に
干
渉
を
加
え
て
い

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
九
巻
六
号
　
二
〇
一
六
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
江
戸
時
代
に
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
の
外
交
使
節
団
を
回
答
兼
刷
還
使
（
前
三
回
目
／
朝
鮮
通
信
使
（
以
下
、
通
信

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
こ
れ
ま
で
日
韓
両
国
で
通
信
使
に
関
す
る
研
究
成
果
が
多
く
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
両
国
の
学
者
た
ち
は
名
称
の
定
義
・
外
交
儀

使
）
と
呼
ぶ
。

（803）

礼
・
接
待
・
日
本
観
察
・
相
互
認
識
・
文
化
交
流
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
た
。
近
年
に
は
研
究
視
角
が
さ
ら
に
多
様
化
し
、
絵
　
7
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画
・
屏
風
・
楽
隊
・
演
劇
・
服
飾
・
飲
食
・
筆
談
唱
和
な
ど
に
も
及
ん
で
き
た
。
そ
の
う
ち
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
夫
馬
面
氏
が
思
想
史
の
面

に
お
い
て
、
中
国
に
行
く
燕
行
使
と
日
本
に
行
く
通
信
使
と
を
統
合
し
て
把
握
し
、
両
使
節
の
朝
鮮
知
識
人
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

　
　
　
　
　
③

た
こ
と
で
あ
る
。
通
信
使
の
派
遣
が
『
礼
記
』
に
見
え
る
「
人
臣
た
る
者
外
交
な
し
」
（
「
人
臣
者
無
外
交
」
）
と
い
う
前
近
代
東
ア
ジ
ア
外
交
の

基
本
原
則
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
臣
で
あ
る
朝
鮮
国
王
は
、
明
清
の
許
可
な
く
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
日
本
と
の
交
隣
関
係

を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
夫
馬
氏
以
外
の
通
町
使
研
究
は
、
日
本
で
あ
れ
韓
国
で
あ
れ
、
中
国

（
明
・
清
）
と
の
宗
属
関
係
に
由
来
す
る
間
接
的
な
影
響
に
つ
い
て
余
り
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
つ
い
て
は
、
稲

葉
岩
吉
氏
が
戦
前
既
に
注
意
を
払
い
、
「
朝
鮮
半
島
に
現
は
れ
た
大
事
件
は
、
一
と
し
て
東
亜
全
局
の
問
題
の
反
映
に
他
な
ら
ぬ
」
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
④

た
こ
と
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
清
朝
申
国
が
朝
日
関
係
、
特
に
通
信
使
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
干
渉
し
た
か
に
つ
い
て
、
事

例
研
究
に
基
づ
く
分
析
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
清
朝
皇
帝
、
特
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
、
先
学
た
ち
は

南
群
山
寿
言
の
条
文
と
大
臣
（
竜
骨
大
・
馬
立
大
／
馬
福
塔
等
）
の
朝
鮮
・
藩
館
派
遣
に
よ
る
日
本
情
報
収
集
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
は
あ
っ

　
⑤

た
が
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
日
本
へ
の
通
信
使
に
も
関
心
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
い
。
本
稿
は
、
一
六
四
三
年
次
の
通
信
使
関

係
真
情
盗
文
の
分
析
を
通
じ
て
現
れ
る
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
に
対
す
る
関
心
を
究
明
し
、
通
信
使
派
遣
の
背
後
に
潜
ん
で
い
た
清
朝
の
存
在
を

可
視
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
痴
情
省
文
と
は
、
朝
鮮
王
朝
が
収
集
し
た
日
本
情
勢
を
清
朝
に
報
告
し
た
韻
文
形
式
の
文
書
で
あ
る
。
難
文
は
も
と
も
と
同
級
官
署
間
で
用

い
ら
れ
る
明
朝
の
文
書
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
明
朝
の
官
庁
間
の
伝
達
事
項
だ
け
で
な
く
、
冊
封
を
受
け
た
国
王
と
明
朝
の
官
庁
の
間

の
外
交
文
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
沓
文
は
中
朝
両
国
間
に
お
け
る
儀
礼
的
関
係
、
軍
事
的
情
報
・
協
力
、
交
易
、
人
口
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

送
還
な
ど
に
お
い
て
重
要
な
外
交
文
書
と
な
っ
た
。
一
方
、
朝
鮮
王
朝
が
日
本
情
報
を
清
朝
に
知
ら
せ
る
行
為
は
倭
情
通
報
と
呼
ば
れ
、
提
出

さ
れ
た
文
書
は
倭
情
盗
文
ま
た
は
倭
情
盗
報
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
通
常
、
漢
学
訳
宮
を
雪
丸
官
（
爆
睡
宮
V
に
任
命
し
、
齎
暴
行
の
名
目
で

清
朝
に
送
ら
れ
た
（
『
通
文
館
志
幅
巻
三
　
事
大
上
　
齎
盗
行
）
。

76　（804）



通儲吏関係倭情畜文と明清中国（程）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
稲
葉
岩
吉
氏
は
倭
情
漫
文
を
「
朝
鮮
保
身
三
百
年
の
護
符
」
と
評
価
し
、
三
宅
英
利
氏
は
「
日
・
朝
・
中
三
国
の
連
鎖
関
係
を
示
す
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
し
て
至
情
畜
文
の
史
料
的
価
値
に
肯
定
的
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
最
近
で
は
さ
ら
に
、
倭
情
景
文
が
朝
鮮
の
選
択
・
加
工
を
経
た
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

情
報
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
情
報
内
容
の
真
実
性
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
朝

鮮
が
清
朝
に
と
っ
て
の
主
た
る
日
本
情
報
源
で
あ
る
こ
と
自
体
は
変
わ
ら
な
い
。
五
情
沓
文
に
書
か
れ
た
内
容
を
ほ
か
の
記
録
と
照
ら
し
合
わ

せ
る
こ
と
で
そ
の
里
美
性
を
確
認
し
な
が
ら
、
当
時
の
日
朝
中
三
国
関
係
を
解
明
す
る
の
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
⑪

　
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
近
年
の
韓
国
と
中
国
で
は
倭
音
盗
文
に
注
目
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
現
れ
て
い
る
。
韓
国
の
学
者
は
朝
鮮
の
対

清
外
交
に
お
け
る
倭
情
沓
文
の
活
用
を
分
析
し
、
特
に
仁
踏
代
と
孝
宗
代
に
お
け
る
温
情
沓
文
の
果
た
し
た
「
以
倭
制
清
」
「
対
清
備
倭
」
の

効
果
を
強
調
す
る
。
中
国
で
は
、
清
朝
（
主
に
前
半
）
の
対
日
本
政
策
に
お
け
る
倭
情
沓
文
の
意
義
が
考
察
さ
れ
、
倭
情
次
口
文
が
中
朝
関
係
に

果
た
し
た
役
割
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は
世
情
沓
文
へ
の
関
心
は
戦
前
か
ら
あ
り
、
近
年
で
も
い
く
つ
か
の
考
察
が
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
大
半
は
倭
情
上
文
の
内
容
分
析
及
び
書
誌
学
的
な
情
報
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、
一
六
三
九
年
の
景
情
薫
製
に
添
付
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

対
馬
藩
主
の
書
契
原
文
と
満
州
語
訳
の
比
較
分
析
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
概
括
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
今
ま
で
の
倭
情
語
文
研
究
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
倭
情
盗

文
に
含
ま
れ
る
情
報
に
ば
か
り
注
目
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
文
書
形
式
や
意
思
伝
達
経
路
・
意
思
決
定
過
程
な
ど
の
具
体
的
分
析
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
分
析
対
象
が
清
朝
初
期
の
十
七
世
紀
に
集
中
し
、
島
原
の
乱
・
日
本
漂
流
民
・
日
本
笛
卒
論
を
主
題
と
す
る
研
究

に
偏
す
る
～
方
、
明
朝
中
国
及
び
清
朝
中
期
・
後
期
に
は
ほ
ぼ
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
江
声
幕
府
成
立
（
一
六
〇
三
年
）
か
ら

丙
子
の
乱
（
　
六
三
六
年
）
ま
で
の
倭
情
沓
文
の
利
用
と
研
究
は
、
管
見
の
限
り
極
め
て
少
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
明
清
中
国
・
朝
鮮
双
方
の
史
料
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
通
信
使
に
か
か
わ
る
倭
情
沓
文
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
を
行
い
、
特
に

一
六
四
三
年
次
の
通
信
使
と
清
朝
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
に
対
す
る
関
心
を
黒
田
体
化
し
、
そ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
を
介
し
て
中
朝
関
係
史
の
観
点
に
立
つ
通
信
使
分
析
に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
よ
う
と
思
う
。
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①
本
稿
に
お
い
て
、
近
年
の
研
究
に
倣
い
、
｝
六
三
六
年
次
～
一
八
＝
年
次
の

　
九
回
に
つ
い
て
「
通
信
使
」
と
し
、
一
六
〇
七
年
次
～
一
六
二
四
年
次
の
ヨ
回
に

　
つ
い
て
は
「
回
答
兼
刷
還
使
」
と
い
う
名
称
で
記
す
。

②
た
と
え
ば
、
孫
承
詰
（
二
〇
〇
二
）
「
朝
鮮
時
代
通
信
使
研
究
の
回
顧
と
展
望
」

　
（
隅
韓
日
関
係
史
研
究
』
一
六
）
、
張
舜
順
（
二
〇
〇
五
）
「
通
信
使
研
究
の
現
況

　
と
課
題
」
（
槻
日
韓
歴
史
共
同
研
究
報
告
轡
』
第
二
分
科
会
篇
）
、
仲
尾
宏
（
二
〇

　
〇
六
）
「
朝
鮮
通
信
使
研
究
の
現
段
階
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
睡
四
四
）
。

③
『
朝
鮮
燕
行
使
と
朝
鮮
通
信
使
扁
（
名
暴
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
｝
五
年
）
第

　
皿
部
。

④
「
満
鮮
史
体
系
の
再
認
識
」
『
満
洲
発
達
史
』
（
日
本
評
論
社
、
五
版
、
一
九
三

　
五
＃
†
）
、
四
山
ハ
一
男
貝
。

⑤
浦
廉
…
（
】
九
三
四
）
「
明
末
羅
初
の
鮮
満
関
係
上
に
お
け
る
日
本
の
地
位

　
（
二
ご
（
『
史
林
』
一
九
巻
三
号
）
、
稲
葉
岩
吉
前
掲
注
④
書
、
中
村
栄
孝
（
一
九

　
六
八
）
「
清
太
宗
の
南
漢
山
手
諭
に
見
え
る
B
本
関
係
の
条
件
l
I
－
十
七
世
紀
に

　
お
け
る
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
変
革
と
日
本
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
四
七
）
。

⑥
沈
鯉
川
（
二
〇
～
三
）
「
朝
鮮
と
明
の
実
務
的
外
交
文
書
．
瞥
文
’
分
析
」

　
（
隅
古
文
書
研
究
㎞
四
二
）
。

⑦
稲
葉
前
掲
注
④
書
、
五
二
七
頁
。
稲
葉
氏
は
朝
鮮
の
倭
情
報
告
を
明
朝
か
ら
清

　
朝
ま
で
検
討
し
て
、
明
と
清
を
区
別
せ
ず
に
一
括
し
て
「
奏
文
」
の
立
葉
を
使
っ

　
て
い
た
。

⑧
隅
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
㎞
（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
）
二
八
二
頁
。

⑨
蘇
明
（
二
〇
一
四
）
『
清
前
期
的
中
日
関
係
研
究
臨
（
遼
寧
大
学
幽
版
社
）
三
八

　
頁
。

⑩
韓
明
智
（
二
〇
〇
九
）
『
馬
標
・
丙
子
胡
乱
と
東
ア
ジ
ア
』
（
青
い
歴
史
）
、
金

　
泰
勲
（
二
〇
一
三
）
＝
七
世
紀
対
日
政
策
変
化
研
究
偏
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
博
士
論

　
文
）
、
同
（
二
〇
一
四
）
「
仁
祖
～
孝
宗
代
倭
情
投
文
の
性
格
」
（
『
歴
史
文
化
論

　
叢
』
八
）
、
同
（
二
〇
一
五
）
門
丙
子
胡
乱
以
後
倭
情
瞥
文
の
戦
略
的
意
味
」
（
『
韓

　
日
関
係
史
研
究
臨
五
〇
）
、
文
永
肇
（
二
〇
〇
三
）
「
仁
能
代
対
臼
外
交
の
性
格
」

　
（
『
韓
日
関
係
史
研
究
腕
　
一
九
）
、
同
（
二
〇
〇
五
）
「
倭
情
沓
文
を
通
し
て
見
る

　
仁
祖
・
孝
宗
代
の
対
外
関
係
研
究
」
（
江
原
大
学
校
博
士
論
文
）
、
金
曝
緑
（
二
〇

　
一
五
）
「
一
七
世
紀
朝
・
清
関
係
と
「
倭
情
」
の
軍
事
・
外
交
的
活
動
」
（
『
軍
寮
㎏

　
九
四
）
、
鄭
章
植
（
一
一
〇
〇
三
）
コ
六
～
七
年
日
本
使
行
と
実
利
外
交
扁
（
閥
日
本

　
文
化
学
報
㎞
一
六
）
。

⑪
　
易
謄
本
（
二
〇
〇
一
）
「
出
入
関
前
後
的
清
與
日
本
関
係
」
（
魍
学
術
月
刊
㎞
、
二

　
〇
〇
一
年
第
一
期
）
、
陳
文
寿
（
二
〇
〇
三
）
「
朝
清
倭
情
輪
講
系
統
興
清
朝
的
政

　
策
」
（
『
韓
国
学
論
文
集
』
）
、
同
（
二
〇
〇
九
）
「
從
壬
辰
戦
争
到
明
清
交
替
之
清
、

　
朝
鮮
、
日
本
」
（
『
韓
国
学
論
文
鷺
洲
）
、
柳
岳
武
・
許
文
霞
（
二
〇
〇
五
）
「
清
初

　
朝
鮮
的
ク
倭
情
報
告
”
政
策
之
研
究
」
（
『
青
海
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
祉
会
科
学

　
版
）
輪
）
、
陳
波
（
二
〇
一
三
）
「
清
朝
與
日
本
之
問
的
情
報
蒐
集
㎏
（
『
江
海
学
刊
地
）
、

　
薩
明
（
二
〇
一
二
）
「
済
入
関
前
的
対
日
認
識
」
（
㎎
清
史
研
究
圏
）
、
同
（
二
〇
一

　
四
）
噸
清
前
期
的
申
日
立
係
研
究
幅
（
遼
寧
大
学
鐵
版
社
）
。

⑫
浦
廉
一
前
掲
注
⑤
論
文
、
中
村
栄
孝
前
掲
注
⑤
論
文
、
同
（
一
九
六
九
）
「
外

　
交
史
上
の
徳
耕
政
権
」
（
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
幽
下
、
吉
川
弘
文
館
）
、
承
志

　
（
二
〇
〇
二
）
「
清
前
期
満
文
史
料
謬
注
六
件
」
（
『
古
ム
コ
論
衡
輪
第
七
期
）
、
岩
井

　
茂
樹
（
二
〇
〇
三
）
「
清
朝
に
転
送
さ
れ
た
対
馬
藩
主
宗
義
成
の
書
契
原
本
と
一

　
六
三
九
年
前
後
の
北
東
ア
ジ
ア
情
勢
」
（
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
三
際
秩
序
と
交
流

　
の
歴
史
的
研
究
騒
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
…
第
一
号
）
、
同
（
二
〇
〇
四
）
「
清
朝
、
朝
鮮
、

　
対
馬
－
一
六
三
九
年
前
後
東
北
亜
細
亜
形
勢
」
（
『
明
清
史
研
究
幅
二
〇
）
、
伊

　
藤
幸
司
（
二
〇
〇
六
）
「
東
ア
ジ
ア
を
流
転
し
た
対
馬
藩
主
宗
義
成
の
外
交
文
書

　
一
台
湾
中
央
研
究
院
所
蔵
「
宗
義
成
書
契
・
劉
幅
」
の
紹
介
」
（
『
東
風
西
声
騙

　
二
）
、
松
浦
章
（
一
九
八
六
）
「
清
に
通
報
さ
れ
た
「
島
原
の
乱
」
の
動
静
」
（
『
関

　
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
㎞
…
九
、
後
下
氏
『
海
外
情
報
か
ら
み
る
東
ア
ジ

　
ア
　
唐
船
風
説
書
の
世
界
㎞
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
）
に
収
録
）
、
児
玉
扶
美

　
子
（
一
九
九
九
）
「
朝
鮮
仁
祖
期
の
日
朝
関
係
－
朝
鮮
の
倭
情
報
告
と
対
清
・

（806）78



対
日
関
係
の
変
遷
を
中
心
に
」
（
明
治
大
学
修
士
論
文
）
、
木
村
可
奈
子
（
エ
○
～

五
）
瞥
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
に
よ
る
不
審
船
転
送
要
請
と
朝
鮮
の
対
清
・
対

日
関
係
一
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
日
本
潜
入
事
件
と
そ
の
余
波
」
（
『
史
學
雑
誌
』
【

　
二
四
－
一
）
。

⑬
本
稿
は
、
朝
鮮
王
朝
と
明
清
中
麟
と
の
藩
属
関
係
に
配
慮
し
な
が
ら
日
朝
関
係

　
を
も
眺
め
る
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

明
朝
と
回
答
兼
刷
還
使

通信使関係倭情雷文と明清中隔（程）

　
　
　
　
　
①

　
『
海
道
肝
心
』
冒
頭
の
「
前
後
斜
行
備
考
」
に
、
各
回
ご
と
の
対
日
外
交
使
節
派
遣
状
況
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
＝
ハ
〇
七
年

次
と
一
六
一
七
年
次
の
最
後
に
「
豊
島
奏
聞
天
朝
」
の
文
言
が
あ
る
。
朝
鮮
朝
廷
は
こ
の
二
回
の
回
答
兼
刷
横
議
の
情
報
を
明
朝
中
国
に
報
告

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
朝
日
国
交
回
復
の
象
徴
と
な
っ
た
一
六
〇
七
年
次
の
回
答
兼
刷
還
使
の
派
遣
に
つ
い
て
、
明
朝
史
料
『
明
神
宗
顕
皇
帝
実
録
』
と
朝
鮮
史
料

　
　
　
　
③

『
事
大
文
學
』
と
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
朝
鮮
国
王
は
、
徳
川
家
康
が
豊
臣
秀
吉
に
代
わ
っ
て
日
本
を
統
治
し
、
朝
鮮
と
「
通
好
」
を
望
ん

で
い
る
こ
と
、
及
び
対
馬
が
朝
日
の
国
交
回
復
を
仲
介
し
た
こ
と
な
ど
を
明
朝
中
国
に
報
告
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
部
が
こ
れ
に
つ
い
て
議

論
し
た
結
果
は
「
重
機
以
御
。
及
時
自
固
。
審
利
害
察
情
心
。
在
園
國
自
計
。
難
為
遙
度
而
已
。
」
（
「
機
会
を
見
て
防
ぎ
、
問
に
合
う
よ
う
に
自
ら

を
固
め
、
利
害
と
情
勢
を
よ
く
観
察
し
、
朝
鮮
は
自
ら
判
断
す
べ
し
、
兵
部
は
遠
く
か
ら
判
断
す
る
の
は
難
し
い
」
）
（
『
明
神
宗
顕
皇
帝
実
録
舳
）
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
朝
鮮
か
ら
朝
日
国
交
回
復
の
件
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た
明
朝
兵
部
は
、
朝
日
通
好
に
つ
い
て
朝
鮮
側
の
判
断
に
委
ね
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
事
大
単
軌
』
に
よ
る
と
、
兵
部
の
意
見
は
「
此
則
該
國
自
営
計
玉
響
於
謀
。
非
天
朝
可
得
懸
在
中
制
也
。
」
（
「
朝
鮮
が

自
ら
計
画
し
て
詳
細
に
謀
略
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
天
朝
が
遠
く
か
ら
判
断
し
て
関
与
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
）
と
記
録
さ
れ
る
。
兵
部
は
、
明
朝

が
朝
日
国
交
回
復
の
件
に
関
与
し
な
い
と
明
言
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
朝
鮮
国
王
が
明
朝
に
報
告
を
行
う
前
に
、
備
邊
司
は
朝
鮮
国
王
に
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
た
。
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門
史
料
二

備
畜
司
啓
日
”
（
中
略
）
暴
悪
使
臣
。
則
不
可
不
奏
聞
干
天
朝
。
以
遡
源
道
理
。
先
爲
選
士
子
天
朝
。
待
其
回
下
。
黒
黒
使
臣
宣
當
。
但
自
前
天
朝
。
如
此

等
事
。
不
熟
指
揮
。
使
我
國
自
虚
。
兵
部
前
後
分
付
。
不
膏
丁
寧
。
叢
雲
奏
達
。
必
無
獲
落
。
而
欲
待
雌
牛
。
治
爲
遣
使
。
則
賊
必
致
疑
義
涯
延
。
事
機

不
無
因
此
而
誤
了
。
一
邊
陳
奏
。
一
邊
遣
使
。
未
爲
不
可
。

備
辺
司
は
以
下
の
よ
う
に
申
し
上
げ
ま
す
。
「
（
中
略
）
使
者
を
送
る
な
ら
、
天
朝
に
奏
聞
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
我
が
国
（
朝
鮮
）
の
道
理
で
は
、
ま
ず

天
朝
に
奏
訳
し
て
、
そ
の
回
答
が
来
る
の
を
待
っ
て
か
ら
使
臣
を
送
る
の
が
当
然
で
す
。
た
だ
し
、
以
前
か
ら
天
朝
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
指
揮

せ
ず
、
わ
が
国
が
自
ら
処
理
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
兵
部
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
再
三
念
を
押
し
て
き
て
い
ま
す
。
も
し
今
町
達
し
た
と
し
て

も
絶
対
に
決
定
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
決
定
を
受
け
取
っ
て
か
ら
初
め
て
使
者
を
送
る
と
す
れ
ば
賊
（
日
本
）
が
必
ず
こ
の
遅
延
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
き
、

事
機
を
見
誤
り
か
ね
ま
せ
ん
。
陳
奏
す
る
と
同
時
に
使
者
を
送
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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つ
ま
り
、
前
例
に
よ
れ
ば
、
明
朝
は
日
本
関
係
の
事
柄
に
対
し
て
｝
切
朝
鮮
に
任
せ
る
態
度
を
示
し
て
き
た
か
ら
、
備
辺
司
は
今
回
の
結
果

も
恐
ら
く
前
例
と
同
じ
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
側
か
ら
疑
念
を
抱
か
れ
な
い
よ
う
に
、
明
朝
に
報
告
し
な

が
ら
秘
か
に
使
節
派
遣
の
準
備
を
整
え
る
よ
う
に
と
提
案
し
、
朝
鮮
国
王
（
宣
祖
）
も
こ
の
や
り
方
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
一
六
〇
七
年
次
回
溌
墨
醐
還
使
の
派
遣
に
つ
い
て
も
、
朝
鮮
王
朝
は
明
朝
の
同
意
を
予
想
し
た
う
え
で
、
報
告
前
か
ら
派
遣

を
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
朝
側
が
議
論
し
た
万
暦
三
十
五
年
四
月
十
八
日
の
三
ヶ
月
前
、
同
年
正
月
十
二
日
に
は
回
答
兼
刷
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

使
は
既
に
漢
城
を
出
発
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
明
朝
中
国
が
回
答
兼
刷
還
使
の
派
遣
に
全
く
干
渉
を
加
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
続
く
芝
蘭
一
七
年
次
回
薬
餌
欄
還
使
派
遣
の
場
合
も
、
朝
鮮
王
朝
は
明
朝
へ
の
報
告
を
＝
辺
奏
聞
、
一
辺
発
遣
」
の
方
法
で
進
め
て
い
た
。

こ
の
と
き
の
回
答
兼
鰯
還
使
は
光
海
難
九
年
四
月
二
十
日
に
漢
城
を
出
発
し
た
が
、
当
時
、
回
答
芸
無
還
使
派
遣
を
報
告
す
る
倭
情
美
文
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

だ
明
朝
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
。
回
答
兼
刷
正
使
派
遣
の
奏
文
伝
達
を
兼
担
し
た
聖
節
使
正
使
金
品
敬
は
、
こ
れ
を
「
渉
於
先
発
後
聞
」
（
派



遣
後
に
報
告
す
る
行
為
）
と
し
て
非
常
に
心
配
し
て
い
た
。
も
し
兵
部
の
下
級
官
吏
が
「
先
発
後
聞
」
の
行
為
を
指
摘
し
て
賄
賂
を
請
求
し
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
ば
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
と
の
懸
念
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
備
え
、
覆
題
下
盗
の
際
に
賄
賂
金
の
準
備
を
提
案
し
て

い
る
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
「
先
発
後
聞
」
の
行
為
は
贈
賄
で
解
決
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
朝
は
回

答
兼
刷
野
望
関
係
の
倭
単
位
文
発
送
に
対
し
て
厳
格
な
規
制
を
加
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
派
遣
に
対
し
て
は
あ
ま
り
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
回
答
兼
刷
還
使
派
遣
前
に
倭
情
沓
文
を
送
る
の
が
恒
例
の
行
事
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
な
り
の
規
制
力
が
働
い
た
し
、
帰
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

後
に
は
明
朝
へ
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。

逓信使関係倭情畜文と明清中国（程）

①
朝
鮮
王
朝
か
ら
霞
本
に
派
造
さ
れ
た
使
節
一
行
の
紀
行
類
を
集
め
た
叢
書
。
原

　
本
は
所
在
未
詳
。
今
で
は
朝
鮮
古
書
刊
行
会
編
『
朝
鮮
群
書
大
系
』
所
収
の
活
版

　
本
（
一
九
一
四
年
刊
）
が
流
布
し
て
い
る
。
内
容
は
十
四
～
十
八
世
紀
に
わ
た
る
。

②
巻
四
三
二
万
暦
三
十
五
年
四
月
庚
戌
（
十
八
日
）
条
。

③
巻
四
十
七
万
暦
三
十
四
年
十
一
月
二
十
日
朝
鮮
瞬
王
謹
奏
為
倭
情
事
巻
。
『
東

　
国
史
慈
雨
と
も
名
付
け
ら
れ
、
一
六
一
九
年
（
光
明
君
十
一
）
に
纂
輯
庁
が
一
五

　
九
二
年
（
宣
祖
二
十
五
）
か
ら
＝
ハ
○
八
年
（
光
海
君
即
位
年
）
ま
で
の
対
明
外

　
交
文
書
を
集
録
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
日
本
・
琉
球
及
び
満
州
関
係
文
書
も
加
え

　
て
、
承
認
鞭
虫
録
を
も
と
に
編
纂
し
た
外
交
文
書
集
で
あ
る
。
も
と
も
と
五
十
四

　
巻
で
あ
っ
た
が
、
現
存
す
る
の
は
断
片
的
な
二
十
三
巻
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、

　
壬
辰
賊
乱
期
が
含
ま
れ
、
戦
中
・
戦
後
に
朝
鮮
が
収
集
し
た
日
本
情
報
が
多
く
記

　
録
さ
れ
て
お
り
、
文
禄
慶
長
の
役
と
そ
の
講
和
を
研
究
す
る
良
い
史
料
と
し
て
重

　
要
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
一
九
三
五
年
、
朝
鮮
総
督
府
朝
鮮
史
編
修
会
の
解

　
説
・
目
録
付
き
で
『
朝
鮮
史
料
叢
刊
』
に
影
印
、
刊
行
さ
れ
た
。
詳
し
い
解
説
は

　
中
村
栄
孝
（
【
九
六
九
）
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
申
隔
「
五
、
明
・
鮮
外
交
文
書
集

　
『
事
大
文
題
諭
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
糊
宣
祖
実
録
㎞
工
百
三
巻
、
宣
祖
三
十
九
年
九
月
己
巳
（
三
型
）
条
。

⑤
「
慶
七
松
海
牛
録
」
（
醐
海
曹
掘
載
画
）
。

⑥
『
光
海
君
日
記
隔
（
中
草
本
）
三
十
九
巻
、
上
海
九
年
四
月
辛
亥
（
十
七
日
）

　
条
。

⑦
鄭
恩
主
（
二
〇
一
工
）
『
朝
鮮
時
代
使
行
記
録
函
丑
田
の
絵
で
読
む
韓
中
の
関

　
係
史
臨
（
社
会
評
論
）
付
録
一
に
よ
る
。

⑧
「
聖
節
使
啓
日
。
臣
行
立
付
圓
答
奏
文
。
渉
於
先
號
後
聞
。
天
朝
若
以
爲
可
則

　
却
下
回
盗
。
事
必
順
縁
。
償
…
兵
部
下
吏
。
因
事
責
昧
。
不
無
生
梗
於
其
問
。
覆
題

　
國
盗
之
際
。
若
有
難
庭
之
端
。
須
以
博
物
。
周
旋
彌
縫
。
庶
不
至
急
薬
事
。
然
則

　
別
人
情
。
不
可
不
優
齎
。
以
備
不
虞
。
」
（
蝋
備
辺
生
禽
録
㎞
光
海
九
年
丁
巳
四
月

　
二
十
五
日
条
）
。

⑨
門
啓
日
。
回
答
使
継
送
事
。
既
已
奏
聞
突
。
画
還
之
後
。
合
有
奏
報
之
暴
」

　
（
咽
備
辺
司
三
流
㎞
光
海
十
年
戊
午
四
月
二
十
七
日
条
）
。
帰
国
の
報
告
は
『
明
神

　
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
五
七
四
万
暦
四
十
六
年
九
月
丙
戌
（
一
日
）
条
。

81 （809）



二
　
清
朝
と
通
信
使

82　（810）

（一

j
　
日
本
か
ら
朝
鮮
を
経
て
清
朝
へ

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
通
信
使
関
係
の
倭
情
耳
穴
と
は
、
通
信
使
（
一
六
三
六
年
次
～
一
八
＝
年
次
の
九
圓
）
の
派
遣
・
準
備
・
帰
国
な
ど
通
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

使
に
関
わ
る
諸
事
を
中
国
に
報
告
す
る
も
の
を
指
す
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
王
朝
の
史
料
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
『
同
文
愚
考
』
と
中
国
の
史
料
『
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

実
録
』
『
朝
鮮
国
王
来
書
簿
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
現
時
点
で
収
集
で
き
る
朝
鮮
後
期
通
信
使
関
係
の
倭
些
些
文
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
す
る

史
料
を
【
表
一
】
に
ま
と
め
た
の
で
、
ま
ず
、
【
表
一
】
に
基
づ
き
、
朝
鮮
後
期
通
信
使
関
係
の
華
年
苔
文
の
全
体
像
を
提
示
し
た
い
。

　
朝
鮮
王
朝
が
清
朝
に
降
伏
し
た
　
六
三
七
年
か
ら
最
後
の
通
信
使
の
派
遣
（
一
八
＝
）
に
か
け
て
（
裏
二
番
号
列
、
五
～
一
二
）
、
全
八
回

の
通
信
使
に
関
し
て
す
べ
て
清
朝
中
国
の
兵
部
ま
た
は
礼
部
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
、
す
べ
て
『
岡
文
字
考
』
に
収
載
さ
れ
て
伝
わ
る
。

通
信
使
以
外
で
も
、
一
六
〇
七
年
次
と
～
六
一
七
年
次
の
回
答
兼
揺
落
使
は
明
朝
中
国
の
兵
部
へ
、
一
八
七
六
年
次
二
八
八
○
年
次
・
一
八

八
～
年
次
の
修
士
使
に
つ
い
て
は
清
朝
中
国
の
礼
部
に
報
告
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
＝
ハ
ニ
四
年
次
回
答
兼
刷
早
使
と
一
六
三
六
年
次
通
信
使
の

派
遣
に
つ
い
て
は
、
明
と
後
金
の
戦
争
お
よ
び
後
金
の
朝
鮮
侵
略
（
丁
卯
の
乱
、
丙
子
の
乱
）
の
た
め
、
明
・
朝
鮮
間
の
情
報
伝
達
が
難
し
ぐ
な

っ
た
た
め
か
、
管
見
の
限
り
こ
の
二
回
の
使
節
に
関
す
る
朝
・
極
値
の
情
報
伝
達
の
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
筆
写
さ
れ
た
倭
情
沓
文
が
存
在
す
る
＝
ハ
四
三
年
次
通
信
使
か
ら
最
後
の
通
信
使
で
あ
る
　
八
＝
年
次
通
信
使
ま
で
の
倭
情
葺
合
の
題
目

は
（
【
表
　
】
の
題
目
列
、
五
星
目
～
士
面
自
）
、
一
六
四
三
年
次
を
除
け
ば
す
べ
て
「
報
關
白
図
立
例
遣
手
使
沓
扁
（
関
自
の
就
任
に
あ
た
り
例
に

よ
り
通
信
使
の
派
遣
を
報
告
し
た
沓
文
）
（
【
表
二
下
線
部
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
代
替
わ
り
の
通
信
使
派
遣
に
つ
い
て
は
清
朝
に
誓
文
形

式
で
報
告
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
宛
先
か
ら
み
る
と
、
＝
ハ
四
三
年
次
の
通
信
使
だ
け
は
清
朝
兵
部
宛
で
あ
り
、
ほ
か
の
七
圓
は
全
部
礼
部
宛
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、



（
騨
）
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駅
萄
叔
纈
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駆
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建
樹
や
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表一　朝鮮後期通信使及び修信使関係の倭情畜文と明・清中国の回沓

将軍謁見年（干支） 沓文・回沓の日付 差出→宛先 題目 出典 関係史料

番号
中国

坙{
朝鮮

1 1607（丁未） 1L20（前年） 朝鮮国王→ 朝鮮國王謹奏為倭惰事 『事大文軌』巻網十八

万暦35 明朝兵部 兵部為倭情事

慶長12

髑c40
4．18 明朝兵部→

ｩ鮮国王
兵部ヲヨ倭精事 『事火文轍巻四十八

ｺ部為倭情事
蟹明神宗顕皇帯実銚巻四喜三

¥二万暦三十五年四月庚戌
（十八日）条

2 互617（了巴〉 5．3 朝鮮国王→ 朝鮮躍王爲謹奏爲倭情事 胱海君沼記霊光九年 謬明神宗顕皇帝実録選巻五百六

万暦45 明朝兵部 五月癸巳条 十二万暦四十五年十月庚戌

元和3 （十九日）条

光海君9 9．1（翌年〉 釜山愈使→ 兵部題朝鮮國釜由鎮水軍倉節鱗使呉大男 罫明神宗顕皇帝実鱗

明朝兵部 呈。 巻五百七十四万暦四
十六年九月一日条

3 1624（甲子） なし

天啓4

寛永冗

仁祖2

4 1636（丙子〉 なし

崇禎9（明）

天聡1G（後金）

崇徳光（清）

寛永13

二二14

5 1643（癸未） 224（前年） 朝鮮圏王→ 報島倭來請儒使縁由沓 胴文数擁二別編 『濱太宗文皇帝実録』巻之五九

崇徳8 清朝兵部 巻四倭情 崇徳七年三月戊戌（二十九日）

寛永20 条、蜜朝鮮国王来書叢崇徳七年

仁祖21 三月初二日f本B布醤偏俄代送
i朝鮮國王與兵部沓文一剛

4．1僻年） 清朝兵部→ 兵部知會詳閲日本靖形畜 綱文彙考』二別糊 『清太宗文皇帝実鱗巻之六〇
朝鮮国王 巻囲倭情 崇徳七年四月庚子（一総〉条

（
二
◎
Q
）

oっ
ｿD



2．1 朝鮮国王→
ｴ朝兵部

因致賀致祭蕪察情形獲遣信使沓 『同文彙携二別編
ｪ網倭猜

3β 清朝兵部峠
ｩ鮮国王

兵部知會遣使日本詳察情形沓癸未 桐文彙考福二別編
ｪ四隣情

匿清太宗文皇帝実録開巻之六四

駐ｿ八年三月甲午（一日）条

1222 朝鮮二王→
ｴ朝兵部

報信使二二二二國二見二形沓 可置文二二二二二二

ｪ四倭情

6 321 朝鮮国王帥
ｴ朝礼部

報欄二二二二遣信使畜 綱二二考二二三編
ｪ之七十八

1655（乙未）

緖｡13
ｾ歴元
F宗6

5．20 清朝礼部帥
ｩ鮮国王

礼部二二 洞二二考』二二舗
ｪ之七十八

7 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

二二白山立二二信二二 『同文彙考』二二編

ｪ之七十八

三682（壬戌〉

茁P3
V和2
l宗8

6．25 済朝礼部→
ｩ鮮国王

礼部二二 胴二二二二二二編
ｪ之七十八

8 朝鮮国王帥
ｴ朝礼部

二二白新山三二信二二 桐二二考』二二編
ｪ之七十八

1711（丁卯）

冝p灘50

ｳ徳幕
ｽ宗37

5．16 清朝礼部帥
ｩ鮮睡王

礼三園沓 桐山彙考』島原編
ｪ之七十八

9 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

報二二新品二二信二二 胴二二考』二二禰
ｪ之七十八

1719（己亥〉

�?５8

摯ﾛ喋

l宗45
6ユ 清朝礼部→

ｩ鮮国王
礼部二二信行回後曲解倭情人借送貢使盗 『r司二二二二三編

ｪ之七十八

11．4 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

報信使未二二二人不得借送盗 飼二二二二三編
ｪ之七十八

2，13（翌年） 清朝礼部→
ｩ鮮国王

礼二二沓 桐二二二二二二
ｪ之七十八

226（翌年） 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

二二二二二二二人盗 綱二二考』二二編
ｪ之七十八

64（翌隼） 清朝礼部→
ｩ鮮剥取

礼部二二暖i二人日本二形二二知道沓 調文二二』二二編
ｪ之七十八

（N

ｨ
）

．
お



（
騨
）
縣
マ
｝
」
羅
榊
螺
」
刃
叔
簿
瀞
＝
・
鄭
｝
略
や
窯
｝
紹
｝
継
｝
闘
順

10 1747 朝鮮国三E→
ｴ朝礼部

報關漁新立例遣信使盗 桐文彙考」二腺編
ｪ之七十八

1748（戊辰）

｣隆13
щ揩T／寛延元

p祖24
三748．2．6 清朝礼都畔

ｩ鮮国王
礼部回盗 『同文彙溺二原綴

ｪ之七十八

11 朝鮮国王→
ｴ朝礼都

報閣白新立例遣僑使沓 綱文藁考誰二厘編
ｪ之七十八

1764（甲申〉

｣隆29
�?１4／明和元

p祖40
清朝礼部→
ｩ鮮国王

礼部國沓 洞文彙考至二鳳編
ｪ之七十八

12 圭G，28（前年） 朝鮮颪王→
ﾏ朝礼部

報閾白彩泣例遣信使盗 『岡文彙考』四原続

`請
1811（辛未）

ﾁ倒16
ｶ化8
ヱc11

清朝礼部→
ｩ鮮国王

礼部回沓 罫同文彙考』四環続

`情

13 1876（丙子）

�盾Q

ｾ治9
kｽ3

3．9 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

報園日本使路懇請遣使修信沓 銅文彙考』四原続
`情

14 1880（庚辰）

ｾ治13
�盾U

T宗17

6．29 朝鮮麟王→
ｴ朝礼部

報遣使日本以答購到公使畜 ジ同文葉考』四　原続

嵩ｬ

U．7 朝鮮国王→
ｴ朝礼部

報修信使回還縁由沓 銅文彙考悉四原続
`情

圭5 圭881（辛巳）

ｾ治14
�c7
w悼ﾄ8

9．正 朝鮮圏三E→

ｴ朝粍部
報修信使園還縁由畜 購文彙考』四原続

`情

濾：①月日はすべて旧暦である。表二と表罫も染様である。

　　②以上の記事は1稠文考晦第七・冊倭情にも収録された。
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③

清
の
入
関
に
従
い
、
通
信
使
関
係
の
情
報
は
軍
事
情
報
で
な
く
外
交
儀
礼
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
様
式
と
内
容
を
検
討
す
る
た
め
に
門
表
二
】
を
参
照
す
る
と
、
＝
ハ
八
二
年
次
以
後
は
盗
文
名
の
み
収
録
さ
れ
、
内
容
は
他
の

事
案
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
「
式
見
上
順
治
乙
未
信
飼
畜
」
「
文
同
上
順
治
乙
隷
書
使
盗
」
な
ど
と
繰
り
返

し
記
さ
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
魚
文
の
様
式
と
内
容
も
ま
た
、
い
ず
れ
も
一
六
五
五
年
次
と
同
様
で
あ
る
。
門
表
二
】
の
う
ち
で
様
式
お
よ
び

内
容
に
つ
い
て
旦
ハ
体
的
に
検
討
で
き
る
の
が
一
八
　
一
年
次
通
信
使
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
記
載
内
容
も
ま
た
一
六
五
五
年
置
に
倣
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
＝
ハ
五
五
年
次
の
盗
文
を
分
析
し
て
お
こ
う
。
そ
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

86　（814）

門
史
料
二
扁
乙
未
報
關
白
新
立
例
遣
信
使
盗

朝
鮮
國
王
爲
礒
本
送
使
事
。

議
政
府
状
啓
一

「
上
年
十
月
封
馬
島
倭
委
差
平
成
政
持
書
契
出
來
。
説
禰
關
白
髪
立
。
例
有
送
使
相
賀
之
規
。
俺
等
最
強
信
醜
行
窯
出
來
云
云
熱
情
。
擦
此
。
看
得
書
契

中
。節

該
關
白
新
立
。
比
及
明
年
要
遣
賀
使

等
因
。

糠
此
。
已
経
啓
准
。
去
後
。
並
等
籍
念
。
日
本
通
好
以
來
十
年
一
使
。
自
是
葱
規
。
關
白
帆
立
則
送
使
致
賀
。
亦
膚
前
例
。
往
帰
癸
未
二
分
要
送
信
使
。

差
遣
回
還
。
今
巳
十
三
年
所
。
合
無
益
棟
使
臣
　
期
入
送
。
侃
隠
所
摺
糠
節
。
照
例
韓
報
該
部
。
允
爲
便
益
」

等
因
具
啓
。

糠
此
爲
照
。
小
邦
翫
與
日
本
通
信
。
凡
有
大
小
之
事
理
宜
轄
報
上
國
。
去
癸
丁
年
送
使
時
。
亦
已
具
奏
。
差
遣
使
臣
。
目
今
依
申
送
使
。
賀
其
新
立
。
似

不
可
已
。
即
着
該
曹
揮
差
通
信
使
禮
曹
蓼
藍
趙
珊
。
司
僕
適
正
魚
腸
。
心
事
宮
弘
文
館
校
理
南
龍
翼
等
量
於
本
年
四
月
二
十
日
装
束
心
遣
。
除
將
右
項
等
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　　　　　　表ニ　一六八二年次～一八一～年次の通信使倭三七文の内容

番号 年 記事 出典

7 1682 【壬戌1報關白早立例遣信｛群盗、式見．ヒ瀬治乙未僑使沓 銅文彙考』工原
前年六月。差倭藤一政來請賀使。本年四月。差手官閲興魯愼而 編巻之七十八剛情
行。苔報礼部。五月遣勢趾完等通儒。

8 1711 【辛卯1報關白土立例遣信使盗、式見上順治乙郵信使沓 『岡文彙考渥引網
前年六月差倭平眞連來請賀使。本年三月盗報礼部。四月遣趙泰 編巻之七十八倭情

億等通信。

9 1719 【己刻報關三新立例遣信使盗、式見上順治乙未信使沓 『同文彙携二原
前年二月、差倭平塚之來請賀使。本年三月盗報礼部。四月遣洪 編巻之七十八倭情

致中等通信

10 1747 【丁卯1報關白新立例遣儒使畜：、文同上川頁治乙来信使盗 『同文彙考邉二原
本年二月差倭平如恒來請賀使、十一還沓報礼部、十二月遣洪啓 編巻之七十八倭情
陰阜通信。

11 1764 【癸未1報陽漂白新立例遣信使丁、式見上順治乙未信使杏 『同文彙考書二原
概論五月。差倭平如房來請賀使。本年七月沓報礼部。例月遣趙 編巻之七十八倭猜
扇面通信。

12 1811 【庚午1報恩白蝋不例遣信使盗 胴文彙考」四原
朝鮮隅王爲日本送聞事。幕議政府状啓：嘉慶十一［1806］年三月 続倭情
二十七日封馬島倭差遣平面日持書契而來。該：稠關白新出。請

照蟻差送儒使。幽門比年凶倫。講送至馬島。f乃専探信使行細越

情。随將原害者已経口准。去後嘱念日本通好以來。關自慰立後。

送使致問。自是前例。往在癸来年來請取使。亦已差遣回還。具

由畜報。今當依例息差使臣。　期起送。で掛口所諜情節。照例轄

二等西。秘匿爲照。小邦即日本信使往來、自膚前例。凡干事情。

韓即韓土上目。紫煙白款立。理合致信。激騰牛田目差通信使吏

曹参議金履喬。藝塾側爆傷李勉求。擬於嘉慶十六年正月二十臼

依所請装束號遣干馬島。除將右項等情。今於節脇楯行齎畜前去。

爲此谷行移沓。煩潮位部照詳沓内事一軸奏施行。暁角瞥者。右

沓礼部。嘉慶十五［1810］年十月ニヨ扁八日

注：番号は【表一】の番号列による。

裁
可
を
得
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
臣
等
は
　
　
8
7

て
が
あ
り
ま
し
た
が
、
す
で
に
啓
聞
し
て

（815）

の
使
節
を
送
っ
て
ほ
し
い
”
と
の
申
し
立

「
去
年
の
十
月
に
対
馬
島
主
は
使
者
平
成

政
を
遣
わ
し
、
書
契
を
持
っ
て
（
釜
山
に
）

来
ま
し
た
。
平
成
政
は
、
『
関
白
が
新
し
く

立
て
ら
れ
、
前
例
に
は
使
者
を
送
り
祝
賀

の
意
を
表
す
規
則
が
あ
り
、
私
等
は
信
使

の
出
発
の
期
睡
を
伺
う
た
め
に
（
倭
館
に
）

来
た
臨
、
な
ど
と
申
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
ま
す
と
、
持
っ
て
き
た
書
契
に
“
関
白

が
新
し
く
立
て
ら
れ
、
来
年
に
な
り
祝
賀

府
の
状
啓
に
よ
り
ま
す
と
、

爲
値
合
行
移
調
。
煩
乞
運
上
轄
奏
施
行
云

劃
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

順
治
十
二
年
三
月
二
十
｝
日
。
病
母
部
。

（
句
読
は
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
岡
じ
。
）

朝
鮮
国
王
は
臼
本
に
使
者
を
送
る
こ
と
に

つ
い
て
ご
報
告
を
差
し
上
げ
ま
す
。
議
政

情
専
断
掌
樂
院
余
正
黄
堤
齋
三
遍
去
外
。



愚
考
い
た
し
ま
す
に
、
日
本
と
よ
し
み
を
通
じ
て
以
来
、
十
年
間
に
一
回
使
節
を
送
る
の
は
旧
来
の
規
定
で
す
。
関
白
の
新
立
の
と
き
に
、
使
者
を
送
り
、

祝
賀
の
意
を
述
べ
る
の
も
前
例
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
の
癸
周
年
（
エ
ハ
四
三
）
に
日
本
か
ら
信
使
派
遣
の
要
請
が
あ
り
、
信
使
を
使
わ
し
て
帰
國
し
て

か
ら
既
に
十
三
年
経
ち
ま
し
た
。
（
こ
の
度
も
）
ぜ
ひ
別
に
使
臣
を
選
び
、
指
定
の
時
期
内
に
日
本
に
送
る
つ
も
り
で
す
。
な
お
、
こ
の
事
情
を
先
例
に
な

ら
い
、
礼
部
に
伝
達
し
て
く
だ
さ
れ
ば
好
都
合
で
す
。
」

と
の
こ
と
で
す
。
以
上
に
照
ら
し
ま
す
と
、
小
邦
（
朝
鮮
）
は
日
本
と
信
を
通
じ
る
場
合
に
は
、
大
小
の
こ
と
を
上
国
（
清
朝
）
に
伝
達
す
る
の
は
当
然

で
す
。
こ
の
前
の
癸
早
年
送
使
の
時
に
も
（
盗
文
に
よ
っ
て
）
上
奏
し
て
、
使
臣
を
派
遣
し
ま
し
た
。
こ
の
度
も
先
例
ど
お
り
に
使
者
を
送
り
、
（
関
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
）
新
立
を
祝
賀
す
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
直
ち
に
当
該
曹
（
礼
曹
）
に
命
令
を
下
し
、
礼
曹
参
議
趙
瑠
・
司
僕
寺
正
門
場
・
従
事
官

　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

弘
文
館
校
理
南
龍
翼
な
ど
を
逓
信
使
に
選
び
、
今
年
の
四
月
二
十
日
に
準
備
を
整
え
て
派
遣
す
る
予
定
で
す
。
以
上
の
事
情
を
以
て
掌
樂
院
愈
正
黄
挺
を

責
任
者
と
し
て
遣
わ
し
、
盗
文
を
以
て
報
告
し
ま
す
。
以
上
の
内
容
を
移
牒
し
て
下
部
（
礼
部
）
か
ら
伝
奏
・
実
行
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
云
々
。

順
治
十
一
一
年
（
一
六
五
五
）
三
月
二
十
一
日
。
礼
部
に
移
牒
し
ま
し
た
。
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ま
ず
、
文
書
冒
頭
に
「
朝
鮮
國
王
爲
日
本
送
使
事
脇
と
主
題
が
提
示
さ
れ
、
前
年
十
月
置
平
成
政
（
樋
口
弥
五
左
衛
門
）
が
書
契
を
も
た
ら
し

て
以
下
の
内
容
を
伝
え
て
き
た
こ
と
を
朝
鮮
王
朝
議
政
府
が
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
征
露
大
将
軍
の
代
替
わ
り
を
祝
賀
す
る
た
め
来
年
に
通
信

使
を
派
遣
す
る
こ
と
を
対
馬
藩
か
ら
朝
鮮
王
朝
に
対
し
て
要
請
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
議
政
府
は
す
で
に
国
王
の

裁
可
を
得
て
い
て
、
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
例
に
従
っ
て
日
本
に
使
者
を
派
遣
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
清
朝
の
礼
部
に
報
告
す
る
こ
と
を

朝
鮮
国
王
に
提
案
し
た
。
朝
鮮
国
王
は
議
政
府
の
提
案
を
承
け
て
三
豊
の
名
前
と
出
発
日
を
明
記
し
た
上
で
、
清
朝
の
礼
部
に
転
悲
し
た
。

　
　
【
史
料
二
】
は
標
学
的
で
完
全
な
倭
黒
影
文
で
あ
る
。
そ
れ
（
傍
線
部
）
と
一
八
一
一
年
次
の
倭
情
誓
文
（
【
表
二
】
十
二
回
目
「
記
事
扁
列
）

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
＝
ハ
五
五
年
次
か
ら
一
八
　
一
年
次
に
至
る
通
信
使
関
係
の
無
情
前
文
は
、
以
下
の
よ
う
な
形
式
で
繰
り
返

さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
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【
倭
情
沓
文
の
モ
デ
ル
】

朝
鮮
國
王
爲
日
本
送
使
事
。

議
政
府
状
啓
　

「
○
年
○
月
封
馬
島
倭
○
○
○
（
人
名
）
持
書
契
出
來
。

説
穂
關
白
薪
立
Q
云
々
。

飾
該

關
白
新
立
。
云
々
。

等
因

糠
此
。
啓
准
。
臣
等
窺
念
。
日
本
通
好
、
云
々
。
亦
有
前
例
。
往
在
癸
未
年
云
々
」
。

糠
此
爲
照
。
小
邦
既
與
日
本
通
信
。
凡
有
大
小
之
事
理
墨
黒
報
上
國
。
云
々
。
即
着
該
曹
選
挙
通
信
使
○
○
○
（
入
名
）
等
擬
於
○
年
○
月
○
田
装
束
號

遣
。
除
將
右
項
等
情
。
專
差
○
○
○
（
人
名
）
齎
節
前
掛
外
。
爲
此
合
行
移
沓
。
煩
乞
貴
息
韓
奏
施
行
云
云
。
○
○
（
時
聞
）
移
禮
部

　
こ
の
よ
う
に
、
倭
情
女
文
の
構
造
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
文
書
冒
頭
に
「
朝
鮮
上
底
爲
日
本
送
難
事
」
と
主
題
が
提
示
さ
れ
る
。
続
い

て
、
議
政
府
の
状
啓
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
日
本
側
の
通
信
使
派
遣
要
請
と
議
政
府
の
提
案
で
あ
る
。
状
啓
の
な
か
に
、
対
馬
か
ら
の
使
節
の

発
言
や
書
契
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。
最
後
は
、
朝
鮮
国
王
が
議
政
府
の
提
案
を
う
け
、
通
信
使
の
三
二
の
名
前
と
出
発
日
と
併
せ
て
清
朝
の
礼

部
に
転
報
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
部
分
は
「
云
々
」
な
ど
と
し
て
省
略
さ
れ
た
り
す
る
（
例
え
ば
、
【
史
料
三
】
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
【
史
料
二
】
の
解
釈
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
【
史
料
二
】
は
朝
鮮
か
ら
清
朝
あ
て
の
報
告
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
通
信
使
の
上
使
（
ま
た
は
三
使
）
の
名
前
と
出
発
日
が
明
記
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
通
信
使
の
最
初
の
報
告
を
清
朝
に
送
る
前
か
ら
既
に
朝
鮮
朝
廷
に
お
い
て
通
信
使
の
派
遣
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
準
備
さ
え
始
め

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
＝
ハ
八
二
年
次
以
後
の
通
信
使
は
い
ず
れ
も
＝
ハ
五
五
年
次
の
や
り
方
を
踏
襲
し
た
と
い
う
の
だ
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か
ら
、
＝
ハ
五
五
年
次
以
後
の
通
信
使
は
、
派
遣
に
つ
い
て
朝
鮮
側
で
決
定
・
準
備
し
た
上
で
清
朝
に
報
告
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の

だ
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
六
五
五
年
次
以
後
の
通
信
使
関
係
倭
情
畜
文
は
全
て
清
朝
礼
部
に
送
ら
れ
、
し
か
も
沓
文
内
容
は
同
じ
構
文
が
繰
り
返
さ

れ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
一
六
五
五
年
次
に
通
信
使
関
係
倭
情
盗
文
の
基
本
形
式
が
確
立
さ
れ
た
と
言
え
る
。

（
二
）
　
清
朝
か
ら
朝
鮮
へ
の
応
答

　
【
表
三
】
は
、
一
六
五
五
年
次
か
ら
一
八
一
一
年
次
ま
で
の
礼
部
回
盗
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
＝
ハ
五
五
年
次
の
礼

部
二
二
は
、
朝
鮮
か
ら
艶
文
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
盗
文
内
容
の
概
略
（
「
關
専
念
転
送
使
入
賀
情
由
」
）
、
礼
部
が
承
知
済
み
で
あ
る
こ
と
か
ら

な
る
。
つ
ま
り
、
清
朝
礼
部
は
＝
ハ
五
五
年
次
通
信
使
の
日
本
派
遣
に
特
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
、
＝
ハ
八
二
年
次
か
ら
一
七
六
四
年
次
ま
で
の
五
回
の
通
信
使
関
係
高
情
無
文
に
対
し
て
、
清
朝
礼
部
は
ま
ず
は
前
例
を
調
べ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
門
表
三
】
下
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
～
六
八
二
年
次
の
時
に
怪
童
で
あ
る
順
治
十
二
年
（
一
六
五
五
）

の
事
例
を
、
～
七
～
一
年
次
の
時
に
四
品
で
あ
る
壬
戌
年
（
～
六
八
二
）
の
を
、
一
七
一
九
年
次
と
｝
七
四
八
年
次
と
　
七
六
四
年
次
の
時
に

辛
百
年
・
康
煕
五
十
年
（
一
七
一
一
）
の
を
、
一
八
＝
年
次
の
時
に
乾
隆
十
三
年
（
一
七
四
八
）
と
二
十
八
年
（
～
七
六
三
）
の
事
例
を
参
照
し

な
が
ら
、
清
朝
礼
部
は
当
該
回
の
派
遣
が
特
に
前
例
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
認
定
し
て
、
「
笹
緑
」
（
【
表
三
】
二
重
下
線
）
と
な
り
、
「
無
容
議
」

（一

Z
八
二
）
・
「
鷹
母
容
議
」
（
～
七
二
）
・
「
鷹
母
庸
議
」
（
～
七
一
九
）
・
「
鷹
無
籍
置
議
」
（
一
七
四
入
）
と
い
う
（
以
上
の
引
用
は
す
べ
て
門
表

一
三
波
線
部
）
。
こ
れ
は
、
前
例
が
あ
る
以
上
は
特
別
に
議
論
す
る
必
要
が
な
く
そ
の
ま
ま
許
可
す
る
、
の
意
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
一
八
＝
年
次
の
事
例
に
だ
け
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
替
地
が
江
戸
か
ら
対
馬
に
変
更
さ
れ
た
（
易
地
膀
礼
）

新
例
で
あ
っ
た
。
易
地
響
礼
問
題
は
、
朝
日
間
で
永
ら
く
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
実
現
ま
で
に
多
く
の
時
間
を
要
し
た
。
そ
れ
な
の
に
礼
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
「
韓
土
沓
報
無
異
」
（
前
の
盗
文
と
異
状
な
し
）
と
す
る
。
前
回
の
回
心
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
～
八
二
年
次
の
通
信
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通信使関係倭情沓文と明1｝1｝中国（程）

表三　一六五五年次～一八一一年次の礼部回盗

年次 記Jl・ 1圭犀典

1655 礼部輩下 ぎ同文彙考詔二川州駒巻

礼野飼日本送使事。准貴囲沓。前事。内開：聞1自新立送使入賀桁由。巴経到部。 之七十八倭情
相懸移譲。爲此期沓貴鰹。煩黒陶照施行云云。順治幸二年毎月露ー｝一日。

1682 礼部回盗 ぎ同文彙考蓋二原編巻

礼部爲日本送使事。主客清吏司案呈奉本部。送礼目配昌お該本部出国朝鮮國薫姓 之七十八倭猜
帯鋸。i嗣ら該臣等比得。順治十二年［1655］臣出置」】口熱循例遣使往賀黒白穀立

之庭。無容議等因。具題遵行在塞。今朝鮮麟王姓某。循繋争1委子離白燐立。於五

月初八日遣使往賀之虞。亦磨駅前無容議。尊命『ド週日移沓朝鮮國王可也等閃。康

煕二十一年六月初十日題。本月十二日奉旨依議。製薬。抄出側部祭司。秦此相繊

習弊。案是到部。擬合就行。爲此上盗。前回煩爲査照陣内事理欽遵施行云云。康

煕二十一年六月二十五日。

1711 礼部繊沓 『同文彙擁二原編巻
礼部爲日本送使事。累乗抄出。謡本出題。｝為事。内開：朝鮮品品沓斜日対く關白幡 之七十八倭情
立送使真黒。亦是葡規。壬戌年［圭682］送使時。亦甲州奏。今差通信使吏曹参議趙

泰二等二本二四耀初六日差送。煩乞簿奏等困。1糊鰹蕪1本闘白引立。i；弱鮮國王墨

例遣使彼賀。雁麻容議。倹命酬ド之日移會朝鮮園王可也等1蟹。於旋煕五十年四月二

十八日題。本月三十日奉旨依議。欽此。欽遵。秒出到部。桐慮移盗朝畠羊園王可也。

爲此合瞥荊去査照施行云云。鞭煕五十年細工幸六日。

1719 礼部知會信行囲後主導倭請人借送貢使盗 『同文彙考髭二原編巻

礼部爲日本送密事。主客溝型司案呈奉本部。送礼科抄置塩該：本部題。龍事。内 之七十八倭情
聞1比擬朝鮮國王姓某屋｝構日本閾白鞘立楽使様賀。亦是｝｝行規。辛本年［17113送使

時。亦巳具奏。激闘通信使戸暫蓼献洪致中等於本年四月初十日差送。煩乞韓奏等
一困。薦來日本開白指樽。朝鮮國王卿某照例遣使往賀。鵬｛罎撒。露命下之日移會

り1鮮囲ヨ三可也等閣。於康煕五十八年五月十四日題。本月二十日奉旨依議。欽此寒く

遵。抄鼠1恥部。又内閣交IB。朝鮮麟差往聞本國之事於五月十七El摺本啓奏。奉
旨：朝鮮國差往日本囲使人柱引ξ時。内中有明白暁事者。糊口一人開進年貢同來。

朕問地方繰形。着該部行文朝鮮國王。欽此。相懸移會朝鮮国王。照欄内事理遵行

可也。爲此含押目去査IIモミ施行云云。廉熈五十八年六月初一日。

1748 礼部回恐戊辰 匿同文彙灘二原編巻
礼部爲蛮風韓奏事。主客買1案呈本部黒目朝鮮鰹王口茶沓二十日。自手r難解1」止馨奏 之七十八倭婿
施行。見上順治乙軽信使盗等因。前來査康煕五十八年瓢月内。朝f雪囲王耳目因日

本國關白軍立。査照康鍛五十年［17三1］塾頭。差使龍往還賀。苔や畏臣部。維臣部以

該國王徳例遣使，腱斐勲等囲具奏。奉曽依議。聴音欽遵。行文重目王月塞。
今煽亥㈱王嫌煙沓内所構。通韻隣本國事。理與1｝往無異。業経照例遣瀬。具無報酬。

亦懸母庸歳。侯命下之日。臣部知照煙霞王等田。乾隆十三年正月二十六日奏。本

日照旨知道了。欽此欽遵。相礁知照朝鮮國王可噛也云云。乾隆十三年二月紗〕六日。

王764 礼部星型。文瞬乾隆戊辰骨髄。 蟹同文彙考函二原編巻

之七十八倭惰

1811 礼遠回盗辛未 ぎ圓文彙考蓋四原続
禮部爲知照事烹客司案呈本部。愚俗纏奏」緋鴎ヨ三盗品。日本國開白新古照例欝欝 倭情

致賀奏聞一摺。於嘉慶十六年正月二十四B奏。奉品川道州。田虫。相懸抄録原奏。

知照朝鮮國蕊可也。須至晶晶。右沓朝鮮國王。嘉慶十六年∫1三月日。

原奏
壮盛に1．奏爲擦名榑奏事。准嶋鮮國ヨ三誰某沓。稽：県議政府黙啓。嘉1裏i十一年三月

二十七日封馬島倭差遣平功舞競持、i｝；二見來。柵關伯新立。請1！景例差送信使至馬島。

で乃導探信使行期煽情。華嵩照小邦果圃本信使往來。自有1i脇。凡干事情蘇即専撮上

嚴。今關単帯立。理合致僑。卵著該暫琢差通信使吏曹参議金槌。韻文館典翰李勉

求等擬於粥慶十六年正月：二十日依所請口遡ミ幽艶干馬島。謹將右項等猜移苔。懇求

界奏等魍到部。臣等半乾隆十三年［1748］二十八年［1763］。朝鮮國王踏臼本圃車軸

蔓立。査照落例。差使葡往致賀井郎盗報距部。均経臣劃1以該國王繕例遣使。撰戴

範鰯欝抵1。聡明鼻塞。今掻該國王姓蚊遣二尊使B本領rl⊇挑　業
経該閣日照接極往。具沓報部。臣等査係循例沓報事件。llli母5搬。理合撞沓縛奏。

就職同上容鑑。爲此譲奏。

注：1811年の記事欄に現れた乾隆二十八年（1763）と前回の1764年の表記のずれについて、1763年

は逓儒使が朝鮮を発った年で、1764年は通信使が日本に着き、将軍に謁見した年である。表記のず

れはあるが、岡じ回の通信使を指している。
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表四　対清朝降伏後通信使関係の倭情畜文の伝達日

派遣

N次
朝鮮発送日 清朝到達日 兵／礼部合議濤 圏畜下達日

【備考】通信使

ｿ城出発日

1643 2月24日隔年〉 3月29日（前年） 4月1臼（前年） 2月20日

1655 3♪考21霞 5月20日 4月20日

1682 4月？ 6月10濤 6月12臼 6月25日 5月8日

1711 3月 4月28日 5月16日 4月6日

1719 3月 5月14日 5月20日 6月1日 4月11日

1748 11月（前年） 1月26日 2月6日 U月28β（前年）

1764 7月 7月 8月3日（前年）

1811 10月288（前年） 1月20B

注：本表は『同文彙考』、『海行捻載量『清実録書に基づいて作成した。

　　　　　　十五　一七世紀前半の倭情苔文と回答（通信使開係以外）

iヨイ寸 差出→宛先 題目 出典

1638．3 朝鮮国士→清朝兵部 朝日本吉伊施端作攣及館倭動静沓
『同文彙考渥二　別胴

ｪ四隅情

1638．5．25 朝鮮国王→清朝兵音ll 朝日本塁滅罪端徐勲盗
冒明文彙考丑二　別編

ｪ四隅情

164娃．5 朝鮮國ヨ三帥清朝兵部 【甲申】報島倭請払捕宗文賊黛俗
綱文彙考』二　原編

ｪ七十八倭請

16嘆5．3ユ7 朝鮮国王→清朝兵部 報島倭再請審海防求地懸沓　乙酉
『同文彙考蓋二　原編

ｪ七十八倭情

1645．4．18 朝鮮流蝋→清朝兵部 藤島倭起請三督責諭獲i臨俗
『岡文彙考』二　原編

ｪ七十八倭情

1645．Uユ1 清朝皇帝帥朝鮮国王 【乙酉1軸送漂倭勅　翰林祁充格闘來 胴文素撫二　原編
ﾚ七十八倭情

1646．2．26 朝鮮国王→清朝礼部
陳柵下二二奏　互陳奏　丙戌

E奏進呈畜
『同文二二』二　原編

ｪ七十八倭情

1646．12．10 朝鮮国王→清朝兵部 報島倭書契誤柵鞍靱字盗
『嗣文彙考』二　原編

ｪ七十八倭情

1649．U．1 朝鮮国王帥清朝皇帝
【己丑1陳講築城備倭奏互直奏

E奏進呈苔
胴文彙擁工　原編

ｪ七十八倭情

1651，720 清朝皇帝→朝鮮国王 勅虚張丁丁勅
『同文彙考』二　原編

ｪ七十八倭情
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使
関
係
派
遣
の
可
否
決
定
は
、
完
全
に
朝
鮮
側
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
通
信
使
関
係
の
倭
情
平
文
・
清
朝
回
盗
の
時
間
を
【
表
四
】
で
整
理
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
六
五
五
年
次
以
後
、
通
信
使

が
漢
城
を
出
発
す
る
一
～
二
か
月
前
に
、
派
遣
を
報
告
す
る
倭
情
盗
文
を
清
朝
中
国
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
倭
三
宅
文
が
清
朝
に
到
達
し
、
礼

部
の
合
意
を
経
て
回
盗
を
作
成
し
た
時
点
で
は
通
信
使
が
す
で
に
出
発
ず
み
で
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
礼
部
の
回

沓
が
朝
鮮
に
伝
わ
る
に
は
さ
ら
に
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
＝
ハ
五
五
年
次
以
後
、
通
信
使
派
遣
の
可
否
決
定
に
は
清
朝
か
ら
の
実

質
的
干
渉
が
な
く
、
そ
の
決
定
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
朝
鮮
側
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

通信使関係倭情盗文と明清中國（程）

①
清
朝
に
よ
る
第
二
次
朝
鮮
侵
略
（
一
六
三
六
年
、
丙
子
の
乱
）
か
ら
高
宗
十
八

　
（
一
八
入
皿
）
年
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
王
朝
の
対
清
、
対
日
本
外
交
の
文
書
集
。

　
正
祖
十
～
（
　
七
八
一
）
年
に
原
編
六
十
巻
が
完
成
し
た
が
、
そ
の
後
も
定
期
的

　
に
加
筆
、
続
刊
が
行
わ
れ
た
。

②
一
六
二
七
年
（
天
聡
元
年
）
か
ら
｝
六
四
〇
年
（
崇
徳
五
年
）
ま
で
の
聞
に
、

　
朝
鮮
国
王
仁
祖
か
ら
清
太
宗
に
送
ら
れ
た
国
書
な
ど
を
ま
と
め
て
害
き
写
し
た
も

　
の
で
、
清
朝
入
関
前
の
重
要
な
漢
文
史
料
で
あ
る
。
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
初
め
て

　
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
神
田
信
夫
「
『
朝
鮮
国
論
書
画
㎞
に
つ
い
て
」

　
（
㎎
満
族
史
研
究
通
信
㎞
、
一
九
九
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
倭
情
沓
文
の
宛
先
の
変
更
に
つ
い
て
、
順
治
元
年
（
一
六
四
四
）
田
翁
百
清

　
の
摂
政
ド
ル
ゴ
ン
の
北
京
入
城
（
清
の
入
幕
）
は
重
大
な
転
換
点
で
あ
る
と
思
わ

　
れ
る
。
た
だ
し
、
【
表
五
】
で
分
か
る
よ
う
に
、
難
関
後
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
報
島

　
倭
再
請
審
海
防
求
地
圖
苔
」
（
順
治
二
年
三
月
十
七
日
）
「
撰
歌
倭
所
譜
三
事
責
諭

　
穫
蹄
畜
」
（
順
治
二
年
四
月
十
八
日
目
「
報
島
倭
書
契
兜
蟹
縫
読
字
畜
」
（
順
治
三

　
年
十
二
月
十
臼
）
三
通
の
倭
情
沓
文
は
依
然
と
し
て
清
朝
兵
部
に
送
っ
た
。
ま
た
、

　
ほ
ぼ
岡
じ
蒔
期
の
漂
流
民
関
係
の
倭
情
遺
文
「
韓
送
漂
倭
勃
翰
林
祁
充
格
等
來
扁

　
（
順
治
二
年
十
一
月
十
～
日
）
と
門
陳
追
奪
漂
倭
奏
互
陳
奏
」
（
順
治
三
年
二
月

　
二
十
六
日
）
は
も
と
も
と
軍
事
情
報
に
属
し
て
お
ら
ず
、
外
交
儀
礼
に
属
し
て
い

　
る
た
め
か
、
清
朝
礼
部
に
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
清
の
入
関
に
従
い

　
五
情
畜
文
の
宛
先
は
次
第
に
兵
部
か
ら
礼
部
に
変
わ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
当

　
時
の
東
ア
ジ
ア
の
國
際
情
勢
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
詳
細
の
考
察
は

　
今
後
に
ゆ
ず
る
。

④
『
同
文
彙
考
臨
（
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
編
、
韓
羅
史
料
叢
書
第

　
二
四
、
一
九
七
八
年
）
二
　
原
二
軍
七
十
八
温
情
、
一
四
六
一
頁
。

⑤
正
三
品
堂
上
官
。

⑥
朝
鮮
国
王
の
御
輿
・
牛
舎
・
牧
場
を
管
掌
す
る
司
僕
寺
最
高
鳶
職
、
正
三
品
。

⑦
宮
中
の
経
書
、
私
的
文
書
な
ど
を
管
理
し
、
国
王
の
諮
問
に
答
え
る
行
政
機
関

　
及
び
研
究
機
関
で
あ
る
弘
文
館
の
正
五
品
官
員
。

⑧
音
律
を
管
轄
す
る
継
母
院
の
四
品
官
員
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
本
智
也
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
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三
　
一
六
四
三
年
次
通
信
使
関
係
の
倭
情
容
文

（一

j
　
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
へ
の
関
心

　
一
六
三
六
年
次
逓
信
使
の
帰
国
途
中
に
あ
た
る
丁
丑
（
一
六
三
七
）
年
正
月
二
十
八
日
、
清
が
李
氏
朝
鮮
に
侵
入
し
た
。
清
の
侵
攻
に
屈
服

し
た
朝
鮮
は
、
明
朝
中
国
か
ら
の
心
癖
王
国
転
換
を
迫
ら
れ
、
朝
鮮
の
世
子
も
人
質
と
し
て
藩
陽
に
送
ら
れ
た
。
清
と
朝
鮮
と
の
間
に
は
「
三
田

渡
の
盟
約
」
（
南
風
山
詔
諭
）
が
結
ば
れ
た
が
、
そ
の
条
文
の
中
に
は
「
日
本
と
の
貿
易
は
昔
の
如
く
許
さ
れ
、
そ
の
使
者
を
朝
鮮
経
由
で
来
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
せ
、
朕
も
そ
こ
に
使
者
を
遣
わ
す
」
（
「
日
本
貿
易
。
聴
細
事
旧
。
但
当
薬
其
使
者
赴
朝
。
朕
亦
将
遣
使
至
高
也
。
」
）
と
い
う
一
条
が
含
ま
れ
た
。
こ

の
一
条
に
清
朝
の
日
本
へ
の
関
心
及
び
日
本
と
の
外
交
関
係
を
樹
立
す
る
意
志
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。

　
霊
徳
二
年
（
一
六
三
七
）
九
月
に
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
藩
陽
に
い
た
昭
顕
世
子
李
澄
を
通
雲
墾
ま
で
呼
び
、
「
朝
鮮
が
日
本
に
使
節
を
送
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
報
告
を
必
ず
早
急
に
通
報
せ
よ
」
（
「
圷
月
送
使
日
本
云
、
必
送
回
答
來
。
即
馳
通
云
。
」
）
と
命
じ
た
。

　
清
朝
に
向
け
て
送
ら
れ
た
初
め
て
の
倭
情
田
文
は
、
そ
れ
か
ら
一
年
後
の
仁
祖
十
六
年
（
～
六
三
八
）
三
月
十
三
日
付
け
の
「
留
日
本
吉
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

施
端
唐
丸
及
館
倭
動
静
盗
」
で
あ
る
。
朝
鮮
国
王
と
大
臣
は
再
三
用
語
を
選
び
、
万
全
の
検
討
を
経
た
倭
情
沓
文
を
清
朝
に
送
る
こ
と
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
盗
文
を
携
行
し
た
齎
沓
題
言
時
成
が
出
発
し
て
間
も
な
く
、
さ
ら
に
修
正
を
命
じ
ら
れ
た
。
一
一
ヶ
月
後
、
朝
鮮
は
追
加

情
報
を
「
報
日
本
詠
滅
施
端
鯨
指
革
」
に
ま
と
め
、
二
通
蜀
の
葦
葺
沓
文
を
清
朝
に
提
出
し
た
。
こ
の
二
通
の
倭
情
横
文
は
、
す
べ
て
島
原
の

乱
い
わ
ゆ
る
「
倭
国
内
乱
」
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。

　
四
年
後
、
三
通
目
の
下
情
畜
文
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
～
六
四
三
年
次
通
信
使
の
派
遣
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
次
項
で
検
討

し
よ
・
つ
。
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（
二
）
　
「
六
四
三
年
次
通
信
使
と
清
朝
中
国

通信使関係倭情盗文と明清中国（程）

　
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
八
月
三
日
、
将
軍
鯛
子
竹
千
代
（
徳
川
庸
愚
）
が
生
ま
れ
た
。
十
月
六
日
、
特
送
船
第
　
船
の
正
平
が
若
君
の
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

生
を
迎
撃
府
使
丁
好
恕
に
伝
え
、
通
儒
使
派
遣
の
要
請
を
口
頭
で
伝
え
た
（
「
朝
鮮
亦
必
喜
慶
。
明
年
応
有
通
信
使
入
送
落
葉
」
）
。
丁
好
恕
は
た
だ

ち
に
、
口
頭
で
は
な
く
文
書
で
伝
え
て
ほ
し
い
旨
を
返
答
し
た
。
そ
の
後
、
慶
尚
荘
司
具
鳳
瑞
は
「
祖
宗
以
來
曾
無
此
例
」
と
し
て
日
本
側
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

依
頼
を
断
っ
た
。
十
月
二
十
二
日
、
宗
義
成
が
礼
紙
宛
て
の
書
契
で
、
同
年
八
月
上
旬
に
将
軍
の
世
子
が
誕
生
し
た
こ
と
を
正
式
に
報
じ
た
。

翌
年
三
月
、
早
撃
参
議
趙
馬
韓
と
東
莱
府
朝
霧
致
和
が
対
馬
藩
主
宗
義
成
に
返
答
し
、
朝
鮮
朝
廷
か
ら
使
節
を
派
遣
す
る
意
を
伝
え
た
（
「
朝

　
　
　
　
　
　
　
⑥

廷
欲
差
～
介
厳
修
賀
儀
」
）
。
四
月
に
倭
学
訳
官
名
義
で
「
講
掛
君
誕
生
井
日
光
新
構
書
」
を
日
本
に
提
出
し
、
そ
の
中
に
「
朝
廷
將
欲
送
信
使
以

　
　
⑦

伸
賀
意
」
と
明
記
さ
れ
た
。

　
続
い
て
、
七
月
十
一
日
、
宗
義
成
が
「
請
索
隠
誕
生
慶
賀
信
使
書
」
を
朝
鮮
礼
曹
に
送
り
、
正
式
に
祝
賀
の
使
節
派
遣
を
朝
鮮
に
要
請
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
将
軍
世
子
誕
生
を
祝
賀
す
る
通
信
使
の
派
遣
を
求
め
、
ま
た
日
光
山
造
営
を
祝
う
詩
文
の
作
成
と
什
器
の
鋳
造
を
求
め
、
通
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

使
来
日
の
際
に
献
納
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
側
は
当
初
は
対
馬
藩
側
の
要
請
を
拒
絶
し
た
も
の
の
、
度
重
な
る
要
請
を
受

け
て
使
節
派
遣
を
決
定
し
た
。

　
こ
の
間
の
朝
鮮
朝
廷
の
態
度
の
変
化
に
つ
い
て
、
古
情
盗
文
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
こ
の
時
、
朝
鮮
が
送
っ
た
の
は
「
報
島
倭
來
請
信
使
縁
由
盗
」
（
【
史
料
一
三
）
で
あ
る
。

【
史
料
一
三

朝
鮮
國
王
爲
遣
使
日
本
事
。

擦
議
政
麻
状
啓
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封
馬
島
倭
委
真
平
成
幸
持
書
契
出
町
東
嶺
。
①
説
稠
臼
本
大
慰
年
將
四
十
。
毎
以
無
主
爲
憂
。
上
年
始
生
一
男
。
號
田
若
君
。
此
是
～
國
莫
大
之
慶
。
理

宜
韓
報
貴
國
。
講
送
駆
使
。
②
且
麟
光
山
家
康
繭
後
新
津
社
堂
。
此
是
大
鴛
至
誠
追
激
烈
纂
。
則
朝
鮮
必
有
島
物
色
調
之
暴
。
如
鍾
櫨
燭
憂
等
器
。
錐
是

我
國
所
産
。
願
得
朝
鮮
所
鋳
。
以
爲
功
徳
云
。
而
書
契
所
言
亦
爲
此
事
。

糠
此
。
臣
等
籍
照
。
彼
國
慶
幸
生
男
。
隆
創
祠
宇
。
其
在
隣
國
之
道
。
惟
當
順
適
総
総
。
助
成
其
事
。
姑
依
単
願
。
許
以
准
請
。
備
將
前
因
合
沓
前
去
軸

奏
施
行

云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

崇
徳
七
年
二
月
二
十
四
日
。
移
兵
部

朝
鮮
国
王
は
日
本
に
使
者
を
送
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
報
告
を
差
し
上
げ
ま
す
。
議
政
府
の
状
啓
に
よ
り
ま
す
と
、
「
対
馬
樺
桜
は
平
成
幸
に
書
契
を
持
た
せ

て
東
莱
に
差
し
遣
わ
し
ま
し
た
。
平
成
幸
は
以
下
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
。
『
日
本
の
大
君
は
も
う
す
ぐ
四
十
歳
に
な
り
、
い
つ
も
跡
継
ぎ
が
な
い
こ
と
を

憂
え
て
い
ま
し
た
。
去
年
初
め
て
～
人
の
男
の
子
が
生
ま
れ
、
忘
霜
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
国
の
非
常
に
大
き
な
慶
び
で
あ
り
、
貴
国
に
伝
達

す
べ
き
で
あ
り
、
祝
賀
の
使
節
を
送
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
し
か
も
、
日
光
山
家
康
廟
の
後
ろ
に
新
し
く
社
堂
を
立
て
ま
し
た
。
こ
れ
は

大
君
が
先
祖
の
徳
を
追
慕
し
て
心
を
こ
め
て
供
養
す
る
こ
と
で
す
の
で
、
朝
鮮
は
必
ず
物
を
送
り
朝
日
友
好
の
証
を
残
し
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
た
と
え

ば
、
鍾
・
櫨
・
燭
豪
な
ど
の
物
は
艶
本
で
も
作
っ
て
お
り
ま
す
が
、
朝
鮮
で
鋳
造
し
た
物
を
い
た
だ
い
て
功
徳
と
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
書
契
に

書
か
れ
た
内
容
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
蜘
以
上
に
よ
り
、
臣
等
は
愚
考
す
る
に
、
彼
の
国
は
男
の
子
の
誕
生
で
喜
ん
で
い
て
、
立
派
な
祠
廟
を
立
て

ま
し
た
。
隣
国
と
の
付
き
合
い
方
は
、
た
だ
そ
の
考
え
に
従
い
、
相
手
が
や
り
た
い
こ
と
を
助
け
る
こ
と
で
す
。
し
ば
ら
く
そ
の
願
い
に
従
い
、
そ
の
要

請
を
許
可
し
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
と
と
も
に
畜
文
を
以
て
移
牒
し
て
、
伝
奏
・
実
行
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
」
。
云
々
。
崇
徳
七
年
（
一
六
四
二
）

二
月
二
十
四
日
。
兵
部
に
移
牒
し
ま
し
た
。
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議
政
府
の
状
啓
に
よ
れ
ば
、
平
成
幸
（
平
田
将
監
）
の
来
朝
の
目
的
、
つ
ま
り
対
馬
藩
が
通
信
使
を
要
請
し
た
理
由
は
、
若
君
の
誕
生
を
祝

う
こ
と
（
傍
線
部
①
の
内
容
）
と
東
照
宮
尊
覧
（
傍
線
部
②
の
内
容
）
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
将
軍
に
男
子
が
生
ま
れ
、
ま
た
祠
の
創
建
も
あ
り
、



こ
れ
ら
は
と
て
も
め
で
た
い
こ
と
な
の
で
、
そ
の
意
に
適
い
、
そ
の
成
就
を
助
け
る
べ
き
な
の
で
、
し
ば
ら
く
日
本
の
願
望
に
従
い
、
要
請
に

同
意
し
た
、
と
い
う
。

　
同
年
三
月
二
十
九
日
に
兵
部
は
こ
の
内
容
を
皇
帝
（
ホ
ン
タ
イ
ジ
）
に
報
告
し
、
そ
の
内
容
は
『
清
太
宗
実
録
』
の
記
事
に
も
見
え
る
。
そ

れ
は
『
同
文
彙
考
』
（
【
史
料
三
】
）
に
み
え
る
も
の
よ
り
詳
細
な
記
録
（
【
史
料
四
】
）
と
な
っ
て
い
る
。

逓信使関係倭情畜文と明清中国（程）

【
史
料
四
】

擦
議
政
府
状
啓
　

（
中
略
）

績
捺
東
棊
府
節
制
使
丁
好
恕
馳
報
。

（
中
略
）
有
一
執
政
番
於
島
主
日
。
此
是
日
本
最
南
大
慶
。
朝
鮮
必
有
豊
漁
致
賀
之
暴
。
因
蘭
島
主
通
知
。
故
島
主
差
我
等
懸
者
。
（
中
略
）

卑
職
等
苔
稻
貴
國
大
君
生
子
。
果
是
慶
事
。
大
藏
経
。
則
壬
辰
兵
火
漢
書
。
経
板
散
失
。
悪
難
歩
出
。
大
鐘
等
器
。
我
愚
慮
非
産
銅
之
地
。
如
此
大
器
。

決
議
鋳
成
。
本
倭
圓
番
。
銅
蝋
竃
屋
鄙
島
歯
入
送
油
。
但
欲
得
貴
國
～
鋳
。
以
絵
鑑
傳
之
物
要
。
卑
職
等
再
三
塘
塞
。
答
以
即
係
國
王
親
筆
。
亦
難
准
請
。

則
本
源
鷹
番
笹
色
。
日
。
島
織
田
與
朝
鮮
永
結
和
妊
。
以
為
爾
國
安
寧
之
計
。
如
此
相
懇
。
而
終
盤
之
許
。
則
前
相
好
之
意
。
盤
曇
霞
假
等
語
。
及
観
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

書
契
。
有
本
邦
雍
墨
黒
換
云
。
八
月
上
旬
。
若
君
慶
誕
之
日
。
太
平
盛
事
。
莫
大
於
此
。
想
貴
國
亦
不
勝
歓
櫃
也
。
先
奉
賀
絨
艶
聞
。
繋
留
倶
令
平
城
幸

口
述
。
平
差
又
蕎
。
我
等
不
日
當
圓
樟
。
輔
報
大
君
。
慎
勿
論
問
視
之
。
卑
認
識
多
方
開
諭
。
令
其
且
待
朝
廷
分
付

等
情
具
報
。

諜
此
霜
照
彼
方
隆
創
佛
宇
。
慶
幸
生
男
。
其
筈
鄭
圏
農
道
。
惟
當
順
適
確
心
。
助
成
其
事
。
實
合
機
宜
。
且
其
所
欲
者
。
倶
非
難
辮
腸
満
。
況
倭
情
巧
詐

編
急
。
多
張
恐
嚇
之
語
。
今
若
不
許
。
亦
慮
失
其
無
心
。
心
墨
其
願
。
画
題
准
請
。
合
冊
移
畜
該
部
。
以
罪
業
奏

等
因
。

97　（825）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

捺
此
為
照
。
倭
差
所
言
。
係
是
邊
情
。
理
宜
韓
報
。
煩
乞
貴
部
査
照
輔
奏
施
行
。

議
政
府
の
上
啓
に
よ
り
ま
す
と
、

又
中
略
）

続
い
て
東
泰
府
節
制
使
丁
好
恕
の
馳
報
に
よ
り
ま
す
と
、

（
中
略
）
一
人
の
執
政
（
老
中
…
引
用
者
注
）
が
対
馬
島
主
に
『
こ
れ
は
β
本
国
の
大
き
な
慶
び
で
あ
り
、
朝
鮮
は
必
ず
使
者
を
遣
わ
し
祝
賀
す
べ
き
で

あ
る
』
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
島
主
に
通
知
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
島
主
は
我
ら
を
釜
山
に
遣
わ
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
卑
職
（
東
莱
府
節
制
使
丁
好
恕

－
引
用
者
注
）
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
お
り
ま
す
。
『
貴
国
の
大
君
に
子
供
が
誕
生
し
、
本
当
に
め
で
た
い
こ
と
で
す
。
大
愚
経
に
つ
い
て
は
、
壬
辰
の

役
を
経
て
、
経
板
が
紛
失
し
て
し
ま
い
、
今
印
刷
す
る
の
は
難
し
い
で
す
。
大
鐘
な
ど
の
物
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
元
々
銅
の
産
地
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
よ
う
な
大
き
な
鐘
を
鋳
造
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
で
す
。
隔
日
本
人
は
隅
対
馬
か
ら
銅
蝋
を
送
り
、
貴
国
に
鋳
造
し
て
も
ら
い
、
後
世
ま
で
伝
え
た

い
幅
と
答
え
ま
し
た
。
卑
職
は
再
三
に
言
い
逃
れ
を
し
、
『
国
王
の
（
東
照
宮
扁
額
へ
の
）
揮
毫
は
認
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
臨
と
答
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

日
本
人
は
、
む
っ
と
し
た
顔
つ
き
を
し
て
、
『
国
主
は
朝
鮮
と
末
永
く
通
好
関
係
を
結
ん
で
、
両
国
の
安
寧
の
計
と
し
た
い
と
思
い
、
こ
の
よ
う
に
丁
寧
に
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お
願
い
申
し
上
げ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
許
可
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
の
通
好
の
意
は
す
べ
て
嘘
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
㎞
と
言
い
ま
し
た
。
持
っ
て
き
た
書
契
を
晃
ま
す
と
、
『
本
邦
義
母
垂
棋
』
（
日
本
は
平
和
で
あ
る
）
な
ど
の
醤
葉
が
あ
り
ま
す
。
八

月
上
旬
に
若
君
の
誕
生
日
が
あ
り
、
泰
平
の
時
代
に
お
い
て
こ
れ
よ
り
大
き
な
盛
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
国
も
喜
び
に
堪
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

と
り
あ
え
ず
祝
賀
の
手
紙
を
送
っ
て
お
祝
い
を
申
し
あ
げ
、
他
の
言
葉
は
す
べ
て
平
成
幸
を
口
述
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
平
成
幸
は
ま
た
『
我
ら
は

数
日
の
う
ち
に
船
に
乗
っ
て
日
本
に
還
り
、
大
忍
に
伝
え
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
こ
れ
を
な
お
ざ
り
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
㎞
と
言
い
ま
し
た
。
卑
職
は

い
ろ
い
ろ
勧
告
し
て
、
彼
に
は
し
ば
ら
く
朝
廷
の
措
置
を
待
た
せ
て
い
ま
す
。

以
上
に
よ
り
ま
す
と
、
彼
の
国
は
立
派
な
廟
を
立
て
、
男
の
子
の
誕
生
を
祝
っ
て
い
ま
す
。
隣
国
と
の
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
は
、
た
だ
そ
の
考
え
に
従

い
、
相
手
が
や
り
た
い
こ
と
を
助
け
る
の
が
実
に
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
あ
ち
ら
が
欲
し
い
物
は
全
部
入
手
し
に
く
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
う
え
、
倭
人
は
ず
る
賢
く
て
せ
っ
か
ち
な
の
で
、
脅
迫
の
番
葉
も
多
く
あ
り
ま
す
。
も
し
今
回
許
さ
な
い
な
ら
、
そ
の
歓
心
を
失
う
心
配
が
あ



り
ま
す
。
し
ば
ら
く
そ
の
願
い
に
従
い
、
そ
の
要
請
を
許
可
し
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
と
と
も
に
畜
文
を
以
て
（
礼
部
に
）
移
牒
し
て
、
伝
奏
し
て
い
た
だ

き
た
く
存
じ
ま
す
。
」
以
上
に
よ
り
ま
す
と
、
倭
人
の
使
者
の
言
っ
た
こ
と
は
辺
境
の
情
勢
に
関
す
る
こ
と
で
、
当
然
伝
報
す
べ
き
も
の
で
す
の
で
、
礼
部

の
ほ
う
か
ら
伝
奏
し
、
実
行
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　
ま
ず
、
【
史
料
四
】
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
【
史
料
三
】
に
は
「
糠
此
世
照
。
三
差
所
言
。
係
是
痴
情
。
理
宜
轄
報
。
煩
苗
印
部
査
照
韓
奏

施
行
。
」
と
い
う
朝
鮮
国
王
の
転
報
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料
四
】
で
は
、
朝
日
交
渉
に
お
い
て
、
朝
鮮
が
大
蔵
経
と
大
鐘
の
日
本
入

省
、
朝
鮮
国
王
の
親
筆
に
つ
い
て
難
色
を
示
し
た
こ
と
（
傍
線
部
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
・
日
本
の
友
好
関
係
が
害
さ
れ
る
と
平
成
幸
（
平
田

将
監
）
が
言
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
偲
種
盗
文
に
は
、
日
本
茶
の
通
信
使
派
遣
要
請
の
経
緯
、
東
聖
霊
節
制
使
丁
好
恕
の
消
極

的
な
対
応
、
さ
ら
に
対
馬
の
使
節
が
こ
う
し
た
対
応
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
こ
と
（
波
線
部
）
が
書
か
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
に
対
す
る
清
朝
側
の
反
応
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
『
同
文
彙
考
翫
に
は
【
史
料
三
】
を
受
け
て
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
聖
旨
【
史
料
五
】

が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
内
容
は
朝
鮮
側
に
も
伝
わ
っ
た
。

通信’使関係倭情畜文と明清中国（程）

更
料
五
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
詳
閲
日
本
情
形
。
語
言
錐
無
大
庚
。
似
亦
有
要
挾
之
意
。
然
朝
鮮
輿
日
本
誼
鵬
隣
邦
。
着
國
王
漫
罵
酌
行
之
。
勿
聴
群
小
之
言
。

　
日
本
情
勢
の
報
告
を
詳
し
く
読
ん
だ
。
監
葉
の
面
に
お
い
て
大
き
な
悪
は
な
い
が
、
脅
迫
す
る
意
味
も
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
隣
国
な
の
で
、
朝
鮮
国
王
は
よ
く
検
討
し
て
か
ら
処
理
し
、
群
小
の
言
葉
に
耳
を
貸
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
。

朝
鮮
と
日
本

　
と
こ
ろ
で
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
『
清
太
宗
実
録
』
に
も
記
録
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
詳
倭
国
之
言
。
錐
無
大
悪
。
実
有
欺
墜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

朝
鮮
聖
意
。
学
修
郷
好
。
王
当
量
其
可
否
百
行
。
勿
為
厭
挑
。
」
（
言
語
上
に
問
題
は
な
い
が
、
日
本
が
朝
鮮
を
あ
ざ
む
き
抑
圧
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
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る
。
隣
国
の
友
妊
関
係
を
結
ん
だ
以
上
、
王
は
そ
の
可
否
を
検
討
し
て
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
。
大
勢
の
入
た
ち
の
反
対
で
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
）
と
記

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
国
内
に
反
対
の
声
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
押
し
切
っ
て
で
も
通
信
使
派
遣
を
実
現
し
て
ほ
し
い
と
す
る
ホ

ン
タ
イ
ジ
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
、
慶
尚
監
司
具
鳳
瑞
は
「
祖
宗
以
來
曾
無
此
例
」
（
祖
宗
以
来
、
か
つ
て
こ
の
例
な
し
）
と
し
て
日
本
側
の
依
頼
を
断

っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
具
鳳
瑞
は
連
年
の
凶
作
に
よ
り
慶
尚
道
の
財
力
が
尽
き
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
東
莱
府
使
丁
好
恕
も
日
本
将
軍
の
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

子
誕
生
の
祝
賀
の
た
め
通
信
使
を
派
遣
し
た
前
例
が
な
く
、
島
主
の
文
書
が
な
い
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
反
対
し
て
い
た
。
繭
同
文
彙
考
』
『
清

太
宗
実
録
』
の
記
事
に
現
れ
る
「
勿
聴
群
小
之
言
」
と
「
勿
論
厭
擁
」
と
は
明
ら
か
に
対
応
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
慶
尚
道
監
司
・
東
莱
府

使
と
い
っ
た
地
方
官
僚
た
ち
に
よ
る
反
対
論
が
続
出
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
倭
情
序
文
そ
の
も
の
か
ら
朝
鮮
国
内
に
お

け
る
議
論
の
分
裂
を
読
み
取
っ
た
か
（
【
史
料
五
】
東
莱
府
使
の
消
極
的
な
態
度
と
議
政
府
の
派
遣
許
可
と
の
食
い
違
い
）
、
も
し
く
は
朝
鮮
が
日
本
の

要
請
を
一
度
拒
絶
し
た
と
い
う
情
報
が
別
の
ル
ー
ト
で
届
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
朝
鮮
国
内
に
お
け
る
異
論
に
拘
泥
す
る
こ
と
な

く
通
信
使
派
遣
の
実
現
を
促
す
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
意
思
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
＝
ハ
四
三
年
次
通
信
使
派
遣
に
つ
い
て
は
、
清
朝
に
報
告
し
て
、
そ
の
指
示
を
得
て
か
ら
通
信
使
準
備
の
段
取
り
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
と
い
え
る
（
「
駅
止
欽
奉
上
命
。
向
彼
來
使
、
許
詫
人
華
年
建
崩
儀
物
。
」
）
。
こ
こ
ま
で
は
、
通
信
使
の
派
遣
実
現
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
直
接
の
干

渉
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
今
回
は
倭
情
長
文
の
発
送
は
一
回
だ
け
で
な
く
、
続
い
て
通
信
使
派
遣
報
告
で
あ
る
「
園
致

賀
致
祭
兼
察
情
濫
獲
遣
信
寒
帯
」
（
【
史
料
六
】
）
と
帰
國
報
告
で
あ
る
「
報
信
使
回
還
及
薫
習
聞
見
置
形
盗
」
（
【
史
料
八
】
）
を
も
清
朝
に
報
告
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
今
回
の
通
信
使
派
遣
は
ほ
か
の
い
ず
れ
の
場
合
と
も
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
他
の
通
信
使
派
遣
暗
に
は
見
ら

れ
な
い
二
通
目
と
三
通
目
の
倭
情
沓
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
「
因
致
賀
致
祭
兼
察
情
形
獲
遣
信
使
盗
」
で
あ
る
。
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【
史
料
六
】

議
政
府
状
啓
　

（
中
略
）
捺
東
葉
府
使
鄭
維
城
馳
報
。

上
年
十
二
月
二
十
八
日
。
差
倭
土
崩
嫡
出
來
。

説
禰
信
使
渡
海
。
期
於
明
年
五
月
内
入
往
江
戸
。
①
又
請
國
王
入
送
香
奨
。
令
使
臣
供
祭
干
社
堂
。
②
又

請
若
野
庭
修
書
契
蔵
幅
。
依
大
量
前
所
壱
越
例
。
門
別
幅
式
例
則
朝
鮮
國
王
四
字
母
御
賓
。
又
一
受
療
踏
御
賓
持
去
。
臨
時
善
軍
慮
因
。
糠
此
。
臣
等
網

　
ノ照

①
送
使
畑
賀
社
堂
致
禮
濡
事
。
已
許
雨
請
。
今
勲
爵
澤
使
臣
　
期
入
送
。
而
家
康
社
堂
既
許
送
物
暮
露
。
因
此
禮
際
一
番
祭
彙
亦
合
隣
邦
情
儒
。
理
宜

　
　
　
　
　
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
空
節
踏
寳
別
様
持
去
等
請
。
其
情
塩
蒸
。
丁
令
東
商
府
韓
藍
課
密
三
幅
諭
勿
許
。
合
無
備

蚊
許
爲
便
。
②
至
於
若
君
幼
兜
虞
。
書
契
通
文
。
櫨
無
所
糠
。

將
前
因
｝
面
盗
報
該
部
。
允
爲
便
益

等
因
具
啓
。

捺
二
百
職
爲
照
。
因
事
送
使
致
賀
致
祭
等
事
。
實
符
接
蝋
厚
誼
。

差
通
信
使
禮
曹
滲
配
置
順
之
。
弘
文
館
典
翰
趙
綱
。

付
差
倭
入
送
外
爲
此
合
行
移
盗
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

崇
徳
八
年
二
月
初
一
日
。
移
兵
部

議
政
府
の
状
啓
に
よ
り
ま
す
と
、
「
（
中
略
）

が
釜
山
に
来
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。 　

　
　
　
　
且
彼
國
事
情
與
前
置
異
。
因
此
懇
請
入
送
使
倹
。
兼
察
扇
形
亦
合
便
宜
。
即
着
該
曹
繹

従
事
官
吏
曹
正
郎
申
濡
等
擬
於
本
年
二
月
二
十
瞬
装
束
號
京
。
社
堂
所
送
鍾
櫨
等
物
前
已
造
成
。
順

東
莱
府
使
鄭
五
重
の
馳
報
に
よ
り
ま
す
と
、
去
年
の
十
二
月
二
十
八
日
に
、
差
倭
愚
智
縄
（
有
田
杢
兵
衛
）

　
　
　
　
　
配
信
使
の
渡
海
の
件
に
つ
い
て
、
来
年
の
五
月
に
江
戸
に
入
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
①
ま
た

朝
鮮
国
王
が
香
貧
を
送
り
、
使
臣
が
社
堂
に
致
算
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
お
り
ま
す
。
②
ま
た
、
以
前
の
大
鷺
宛
の
も
の
に
倣
い
、
若
君
宛
の
書
契
の
別

幅
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
別
幅
の
様
式
に
つ
い
て
、
朝
鮮
国
王
と
い
う
四
字
に
印
を
据
え
た
物
を
一
枚
、
ま
た
白
紙
に
朝
鮮
国
王
の
印
を
据
え
た
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

一
枚
持
っ
て
帰
り
、
そ
の
時
々
に
あ
わ
せ
て
処
置
し
ま
す
画
。
以
上
か
ら
臣
等
は
愚
考
い
た
し
ま
す
に
、
①
祝
賀
の
使
者
の
派
遣
と
家
康
の
社
堂
の
参
拝
を

既
に
許
可
し
ま
し
た
の
で
、
今
か
ら
使
臣
を
慎
重
に
選
抜
し
て
、
時
間
通
り
に
派
遣
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
社
堂
へ
の
贈
り
物
に
つ
い
て
も
既
に
許
可
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

て
お
り
、
こ
の
機
会
に
祭
璽
す
る
こ
と
も
隣
国
の
友
情
と
信
頼
に
繋
が
る
の
で
、
認
め
る
べ
き
で
す
。
②
若
君
と
い
う
幼
い
子
供
に
つ
い
て
は
、
書
契
の

101　（829）



発
送
は
根
拠
と
な
る
礼
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
は
別
に
、
白
紙
に
印
を
押
し
て
か
ら
持
っ
て
帰
る
要
望
は
、
そ
の
意
図
を
推
測
し
に
く
い
の
で
、
東
茶

府
使
と
倭
学
訳
窟
か
ら
説
得
し
て
許
可
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
そ
の
経
緯
を
ぜ
ひ
兵
部
に
伝
達
し
て
く
だ
さ
れ
ば
好
都
合
で
す
。
扁
こ
れ
に
よ
り
ま

す
と
、
祝
賀
と
供
養
の
た
め
使
者
を
送
る
の
は
実
に
交
隣
の
厚
い
よ
し
み
に
合
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
零
本
の
情
勢
は
前
と
少
し
異
な
っ
て
き
ま
し
た
の

で
、
使
者
の
派
遣
を
許
し
て
い
た
だ
き
、
兼
ね
て
日
本
事
情
を
調
査
す
る
の
も
便
宜
に
か
な
い
ま
す
。
直
ち
に
礼
曹
参
議
サ
順
之
・
弘
文
館
典
翰
趙
綱
・

從
事
官
吏
曹
正
郎
申
濡
等
を
通
信
使
と
し
て
今
年
の
二
月
二
十
日
に
漢
城
を
発
つ
よ
う
に
命
令
し
ま
す
。
日
光
東
照
宮
に
送
る
鍾
・
櫨
な
ど
の
も
の
は
前

よ
り
作
成
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
差
倭
に
引
き
渡
し
ま
し
た
。
以
上
の
内
容
を
移
牒
し
ま
す
。
云
々
。
崇
徳
八
年
二
月
初
～
日
。
兵
部
に
移
牒
し
ま
し
た
。
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こ
の
心
情
盗
文
で
は
、
ま
ず
前
回
ま
で
の
や
り
取
り
の
写
し
を
提
示
し
て
（
中
略
部
分
）
、
今
回
の
通
信
使
を
め
ぐ
る
朝
日
両
国
の
交
渉
経
過

を
説
明
し
た
。
続
い
て
、
日
本
人
の
新
し
い
要
求
と
朝
鮮
側
の
対
応
お
よ
び
通
信
使
派
遣
準
備
の
様
子
を
清
朝
に
報
告
し
た
。
日
本
側
要
求
は
、

①
「
入
室
香
鍵
」
（
朝
鮮
に
贈
り
物
を
さ
せ
る
）
、
「
社
堂
致
礼
」
（
使
臣
を
日
光
東
照
宮
へ
致
祭
に
行
か
せ
る
）
、
②
若
君
に
対
す
る
書
契
・
別
幅
で
あ

っ
た
。
朝
鮮
国
王
は
、
①
に
対
す
る
意
見
①
の
な
か
で
特
段
の
異
論
を
述
べ
な
か
っ
た
が
、
②
に
つ
い
て
は
同
意
出
来
な
い
こ
と
を
強
調
し
た

②
。
そ
の
う
え
で
、
通
信
使
は
日
本
情
勢
の
調
査
も
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
（
波
線
部
）
を
清
朝
に
報
告
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
霜
野
公
文
は
『
嗣
文
鞘
管
』
に
載
せ
ら
れ
る
ほ
か
、
『
清
太
宗
実
録
駄
に
概
要
が
残
さ
れ
て
お
り
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
七
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

置
月
。
甲
午
朔
。
朝
鮮
製
罐
李
津
具
沓
達
部
。
俗
禰
　
嫁
議
政
府
叡
禰
。
（
中
略
）
。
其
後
於
本
年
正
月
初
七
日
。
主
義
副
使
鄭
維
成
、
遣
人
里
報
云
。
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

年
十
二
月
二
十
八
陰
。
倭
國
使
愚
直
縄
來
。
雷
五
月
内
約
我
輩
至
潜
湖
。
潤
筆
王
難
祭
物
、
當
遣
人
來
祭
。
致
書
若
君
、
必
同
大
君
言
様
。
葛
朝
鮮
國
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

四
字
。
押
印
於
上
。
再
押
印
白
紙
～
繋
駕
為
平
話
。
臣
等
想
彼
國
大
喜
建
廟
。
已
許
遣
使
送
禮
。
今
鷹
選
使
以
赴
前
約
。
甲
盈
虚
採
物
已
送
。
當
往
祭
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

次
。
零
屋
鄭
幽
之
禮
。
但
若
君
係
幼
子
。
原
無
玉
書
相
問
半
道
。
軸
索
謡
講
押
印
。
未
審
是
何
主
見
。
皇
上
曾
諭
。
黒
穂
莱
副
使
拉
通
官
至
。
不
可
輕
許
。
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著
將
情
事
達
識
部
。
五
爵
遣
使
送
禮
。
亦
鄭
賭
博
好
宜
然
。
然
彼
敵
勢
較
前
穂
攣
。
借
此
可
以
南
其
形
状
等
語
。
是
以
令
二
部
参
議
歩
順
之
。
弘
文
館
衙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

門
典
翰
官
趙
姻
。
吏
部
正
郎
官
爵
旭
之
等
於
本
年
二
月
二
十
日
將
祭
廟
各
色
器
物
往
交
倭
國
來
使
。
以
連
記
畜
貴
部
奏
聞
。
以
便
遵
行
。
兵
部
韓
奏
。

三
月
朔
日
、
朝
鮮
国
王
李
保
か
ら
の
畜
文
が
礼
部
に
到
着
し
た
。
漢
文
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
議
政
府
の
状
啓
に
よ
り
ま
す
と
、
「
（
中
略
）
。
そ
の

後
、
今
年
の
正
月
初
七
日
に
、
東
棊
府
使
鄭
翼
成
は
人
を
遣
し
て
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
ま
し
た
。
去
年
十
二
月
二
十
八
日
に
、
日
本
の
使
者
藤
智
縄
は

釜
山
に
来
て
、
『
五
月
に
朝
鮮
の
使
節
が
濫
湖
（
江
戸
）
に
入
る
こ
と
を
望
み
ま
す
隔
と
雷
い
ま
し
た
。
ま
た
、
『
王
は
振
旦
を
準
備
し
て
、
祭
る
使
者
を

送
る
べ
き
で
す
。
若
君
へ
の
書
契
は
大
君
へ
の
書
契
と
同
じ
様
式
で
、
．
朝
鮮
国
王
”
の
四
字
を
書
き
、
そ
の
上
に
印
を
押
し
ま
す
。
そ
れ
と
別
に
、
白
い

紙
に
朝
鮮
國
王
の
印
だ
け
を
据
え
る
一
枚
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
騙
と
言
い
ま
し
た
。
臣
等
は
思
う
に
、
彼
の
国
に
お
い
て
大
喜
び
で
廟
を
立
て
て
い
る

の
で
、
使
者
を
派
遣
し
て
、
贈
り
物
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。
今
は
前
約
を
果
た
す
た
め
使
者
を
選
抜
す
べ
き
で
す
。
家
康
廟
へ
の
祭
物
も
す
で

に
送
り
ま
し
た
の
で
、
い
ち
ど
祭
り
に
行
き
、
隣
国
と
し
て
の
礼
儀
を
果
た
す
べ
き
で
す
。
た
だ
し
、
若
君
は
幼
い
子
供
な
の
で
、
も
と
も
と
書
契
を
交

わ
す
道
理
が
な
く
、
ま
し
て
押
印
済
み
の
白
紙
を
求
め
る
の
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
か
は
推
測
で
き
ま
せ
ん
。
皇
帝
は
か
つ
て
、
『
も
し
東
莱
府
使

と
倭
学
訳
官
が
（
日
本
人
の
新
し
い
要
求
を
伝
え
に
）
来
た
と
し
て
も
、
容
易
く
許
し
て
い
け
な
い
、
そ
の
事
情
を
兵
部
ま
で
報
告
す
る
よ
う
に
』
、
と
諭

し
ま
し
た
。
」

臣
（
朝
鮮
国
王
）
は
思
う
に
、
使
者
を
遣
わ
し
、
礼
の
品
を
送
る
の
は
、
隣
国
の
客
好
の
証
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
日
本
の
国
勢
は
前
と

比
べ
て
や
や
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
日
本
情
勢
を
探
索
し
ま
す
云
々
。
そ
こ
で
、
礼
部
参
議
舞
順
之
、
弘
文
館
衙
門
尊
翰
官
趙
燗
、

吏
部
正
郎
官
沈
旭
之
等
に
今
年
の
二
月
二
十
日
に
様
々
な
掛
物
を
臼
本
の
使
者
に
引
き
渡
さ
せ
、
こ
れ
を
も
っ
て
貴
部
を
通
し
て
奏
聞
し
て
、
遵
行
の
便

を
図
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
兵
部
が
転
奏
し
ま
し
た
。

　
日
本
の
新
た
な
要
求
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
【
史
料
六
】
に
あ
る
要
求
②
若
君
へ
の
書
契
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し

た
こ
と
を
容
易
く
許
す
の
で
は
な
く
、
兵
部
ま
で
報
告
せ
よ
（
傍
線
部
）
と
い
う
皇
帝
の
命
令
も
書
か
れ
て
い
る
。
朝
鮮
側
は
こ
う
し
て
ホ
ン

タ
イ
ジ
の
命
令
に
従
っ
て
、
通
信
使
派
遣
準
備
の
進
み
具
合
に
つ
い
て
清
朝
に
報
告
し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
信
使
派
遣
の
決
定
だ
け
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で
な
く
、
派
遣
準
備
中
に
生
じ
た
様
々
な
事
態
ま
で
も
把
握
し
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
意
向
が
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
朝
鮮
側
は
日
本
の
情
勢
が
変
化
し
て
き
た
の
で
、
日
本
状
況
の
探
索
も
通
信
使
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
を
報
告
し
た

（
波
線
部
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
嘉
徳
八
年
三
月
初
三
日
付
け
の
兵
部
圃
沓
に
も
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
聖
旨
が
含
ま
れ
、
「
立
衆
致
賀
固
交
隣
之
道
。
然
詳
察
層
形
尤
爲
緊
要
」
と

あ
り
、
通
信
使
の
派
遣
に
よ
り
朝
日
交
直
の
関
係
を
固
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
は
あ
る
が
、
日
本
事
情
を
詳
し
く
調
べ
る
の
が
も
っ
と
も

緊
急
な
要
務
で
あ
る
と
い
う
。
『
清
太
宗
実
録
』
に
も
同
じ
く
「
上
日
。
遣
使
往
賀
。
万
世
國
之
禮
。
乗
機
観
攣
。
實
鵬
緊
要
。
爾
部
説
諭
之
」

（
帝
曰
く
、
使
者
を
送
っ
て
祝
賀
の
意
を
表
す
の
も
隣
国
と
付
き
合
う
礼
儀
で
あ
る
が
、
機
を
と
ら
え
て
日
本
の
動
向
を
伺
う
こ
と
は
実
に
重
要
で
あ
る
。
兵

部
は
転
諭
せ
よ
。
）
と
の
記
載
が
あ
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
日
本
事
情
探
索
に
も
関
心
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
再
三
く
り
か
え
し
表
明
さ
れ
た
。
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

信
使
派
遣
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
を
日
本
情
報
収
集
手
段
の
～
つ
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
心
裡
二
十
一
年
（
｝
六
嬰
一
一
）
十
一
月
十
九
日
、
通
信
使
が
漢
城
に
戻
り
、
十
二
月
二
十
二
日
目
「
報
信
使
回
還
及
倭
國
聞
見
情
七
三
」

（【

j
料
入
ご
を
清
朝
に
送
り
、
通
信
使
の
帰
国
と
日
本
見
聞
を
報
告
し
、
清
朝
の
目
的
が
遂
げ
ら
れ
た
。
報
告
に
は
日
本
旅
行
の
日
程
の
ほ

か
に
も
多
く
の
日
本
情
報
が
入
っ
て
い
る
。
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【
史
料
八
】
報
信
使
回
還
及
倭
國
聞
見
情
形
沓

朝
鮮
國
王
爲
日
本
通
信
回
思
事
。
（
中
略
）
到
彼
國
凡
子
慮
待
之
禮
。
比
前
加
厚
。
滋
藤
之
際
。
絶
不
及
上
薩
。
但
前
日
信
使
到
彼
。
最
盛
陳
軍
容
。
而
今

則
～
切
不
用
。
有
若
全
無
兵
侯
者
。
然
論
意
固
不
可
測
。
封
馬
島
主
露
量
等
相
見
之
時
。
難
一
当
薦
垂
。
弾
語
欝
衿
騨
。
喜
色
早
大
。
亦
未
測
創
意
。
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

外
別
無
聞
見
事
情
。
惟
其
國
内
壁
物
騒
盛
。
加
撚
前
脚
聞
。
大
板
江
戸
等
黒
総
池
子
闘
。
闘
閻
櫛
比
。
室
屋
華
麗
。
寺
運
相
望
。
金
碧
照
耀
。
國
人
聞
他

國
使
臣
入
境
。
到
庭
士
女
聚
親
。
彌
漫
山
野
。
生
口
之
蕃
亦
可
概
知

等
因
。
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糠
此
。
即
擦
議
政
府
状
啓
。

節
該

信
使
巳
於
本
年
十
～
月
十
九
日
回
到
復
命
。
直
様
藁
積
。
倭
國
事
情
半
醒
能
測
知
。
且
以
交
隣
厚
禮
相
待
。
無
他
緊
要
聞
見
。
虚
無
備
將
極
意
。
具
俗
該

部
。
允
爲
宜
當
。

等
因
具
啓
。

捺
此
爲
照
。
所
擦
信
使
還
來
～
節
及
彼
中
事
情
。
理
宜
馳
報
。
爲
此
合
行
移
沓

云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

崇
徳
八
年
十
二
月
二
十
二
日
。
移
兵
部

朝
鮮
国
王
は
通
信
使
の
日
本
帰
国
に
つ
い
て
ご
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
中
略
）
臼
本
に
到
着
し
て
応
待
の
礼
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
も
て
な
し
は
以

前
よ
り
も
手
厚
い
も
の
で
し
た
。
応
接
の
と
き
も
、
決
し
て
中
国
に
言
及
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
前
に
通
信
使
が
日
本
に
到
着
し
た
時
に
、
田

本
は
必
ず
軍
隊
の
威
容
や
装
備
を
誇
示
し
た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

き
様
子
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
は
ま
っ
た
く
測
り
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

言
葉
は
無
礼
で
あ
り
、
鼻
息
が
荒
く
、
ま
た
そ
の
意
図
は
測
り
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
ほ
か
に
特
筆
す
べ
き
見
聞
事
情
は
あ
り
ま
せ
ん
。

以
前
に
聞
い
て
い
た
話
よ
り
民
や
品
物
が
繁
盛
し
て
い
ま
し
た
。
大
坂
・
江
戸
な
ど
の
都
市
の
城
壁
と
堀
は
壮
大
に
し
て
堅
固
で
あ
り
、

物
が
隙
間
な
く
並
び
、
室
屋
も
華
麗
で
す
。
寺
観
は
相
連
な
り
、
金
碧
が
照
り
輝
い
て
い
ま
す
。

に
男
女
が
見
物
に
集
ま
り
、
山
野
に
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
ま
し
た
。
人
口
の
繁
盛
は
お
お
む
ね
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
議
政
府
の
状
啓
に
よ
り
ま
す
と
、

「
信
使
は
今
年
の
十
一
月
十
九
日
に
漢
城
に
戻
り
、
復
命
し
ま
し
た
。
臣
等
は
愚
考
す
る
に
、
日
本
の
事
情
は
未
だ
に
測
り
知
れ
な
い
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
と
り
あ
え
ず
交
隣
の
厚
遇
で
応
接
し
ま
し
た
。
外
に
緊
要
な
見
聞
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
経
緯
を
兵
部
に
移
牒
し
て
、
兵
部
に
沓
下
を
送
る
の
が
妥

当
で
す
」
。
以
上
に
照
ら
し
て
、
信
使
の
帰
国
及
び
日
本
事
情
を
急
報
す
べ
く
、
以
上
の
内
容
を
移
牒
し
て
云
々
。
崇
徳
八
年
十
二
月
二
十
二
日
。
兵
部
に

移
牒
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た
く
武
器
が
な
い
か
の
ご
と

対
馬
島
主
が
心
墨
と
会
っ
た
時
は
、
旧
例
に
従
っ
て
い
ま
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
日
本
国
内
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
下
に
は
）
建

　
　
　
　
　
国
人
は
外
國
の
使
臣
が
来
黙
す
る
と
聞
い
て
、
至
る
所
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
今
回
の
倭
情
盗
文
に
は
日
本
の
軍
事
・
経
済
・
人
口
な
ど
の
情
報
（
傍
線
部
）
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
ホ
ン

タ
イ
ジ
の
意
図
は
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
以
上
、
【
表
一
】
に
示
し
た
一
六
四
三
年
次
の
通
信
使
の
派
遣
に
あ
た
り
、
朝
鮮
か
ら
清
朝
兵
部
に
送
っ
た
三
回
の
倭
情
土
筆
を
分
析
し
た
。

こ
れ
に
は
最
初
の
派
遣
経
緯
の
説
明
（
【
史
料
三
】
【
史
料
四
】
）
、
準
備
中
の
突
発
事
項
即
ち
日
本
側
が
付
け
加
え
た
要
求
（
【
史
料
六
】
【
史
料
七
】
）

と
帰
国
後
の
日
本
事
情
報
告
（
【
史
料
八
】
）
が
含
ま
れ
る
。
な
か
で
も
倭
情
盗
文
（
【
史
料
三
】
【
史
料
四
】
）
に
対
し
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
聖
旨
（
【
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

料
六
】
）
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
二
丁
目
の
倭
情
沓
文
（
【
史
料
七
】
）
の
「
皇
儲
曾
諭
。
若
東
莱
副
使
蛇
通
窟
至
。
不
可
輕
許
。

　
　
　
　
　
　
⑳

著
將
情
事
達
三
部
」
の
皇
帝
の
上
諭
も
目
を
引
く
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
へ
の
関
心
の
証
で
あ
る
。
ま
た
一
一
通
目
の
倭
情
盗

文
に
対
す
る
兵
部
の
返
事
に
も
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
意
図
「
然
詳
察
情
形
尤
爲
緊
要
」
（
『
同
文
彙
考
臨
）
、
「
乗
機
槻
攣
。
實
鵬
緊
要
。
」
（
『
清
太
宗
実

録
㎞
）
が
表
れ
て
い
る
。

　
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
に
対
す
る
関
心
は
、
南
漢
山
里
諭
に
み
え
る
よ
う
な
日
本
と
の
交
渉
意
図
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
在
位
中

に
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
続
け
た
も
の
と
い
え
る
。
の
ち
に
一
六
四
三
年
次
の
逓
信
使
派
遣
に
関
心
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
派
遣
に
直
接
に

干
渉
を
加
え
て
さ
え
い
た
。
こ
う
し
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
日
本
に
対
す
る
濃
厚
な
関
心
は
、
明
清
交
替
と
い
う
中
国
大
陸
情
勢
の
異
動
と
緊
密
に

関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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①
『
清
太
宗
文
皇
帝
実
録
掘
（
以
下
、
『
清
太
宗
実
録
輪
）
巻
三
十
三
、
崇
徳
二
年

　
正
月
戊
辰
（
二
十
入
B
）
条
。
な
お
こ
の
記
事
は
『
承
政
院
日
記
憾
（
崇
禎
十
年

　
正
月
二
十
八
辰
）
、
『
大
東
野
乗
臨
第
七
巻
之
三
十
三
『
続
雑
録
㎞
丁
丑
、
清
内
閣

　
大
朝
棺
案
（
崇
徳
二
年
正
月
二
十
八
日
）
に
も
載
せ
る
（
浦
廉
一
（
一
九
三
四
）
、

　
五
三
七
頁
よ
り
転
載
）
。
多
少
字
句
の
根
違
は
あ
る
が
蝋
同
文
切
縁
㎏
別
編
巻
二

　
に
も
同
内
容
の
も
の
が
収
録
さ
れ
る
。

②
趙
慶
男
隅
続
雅
録
臨
（
『
朝
鮮
群
書
大
系
撫
正
第
九
、
隅
大
東
野
乗
鋤
第
六
冊
巻

　
三
三
、
朝
鮮
古
書
刊
行
会
、
一
九
一
〇
、
二
二
四
頁
）
。

③
　
　
『
同
文
彙
考
臨
二
別
編
巻
四
馬
情
、
　
｝
五
五
七
～
一
五
五
八
頁
。

④
『
通
信
使
謄
録
幅
一
三
巳
十
月
十
四
日
（
三
頁
）
。
『
通
信
使
謄
間
隔
と
は
一
六

　
四
一
年
（
仁
祖
　
九
年
）
か
ら
一
八
一
一
年
（
純
祖
八
年
）
ま
で
朝
鮮
の
礼
曹
の

　
典
県
単
が
逓
信
使
行
に
関
す
る
公
文
書
を
謄
写
し
た
本
で
、
通
信
使
往
来
の
事
前

　
交
渉
か
ら
派
遣
後
ま
で
作
成
さ
れ
た
文
書
を
殆
ど
網
羅
し
て
い
る
。
現
在
韓
国
ソ

　
ウ
ル
大
学
校
副
章
閣
韓
国
学
研
究
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
奎
＝
｝
八
七
〇
）
。
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主
な
内
容
は
冒
本
の
通
僧
使
派
遣
要
請
、
国
王
の
命
令
と
朝
廷
の
論
議
、
逓
儒
使

　
行
の
諸
般
規
定
と
運
営
に
関
す
る
記
録
、
逓
信
使
と
そ
の
随
行
員
に
対
す
る
行
動

　
守
則
、
日
本
へ
贈
る
礼
物
、
通
信
使
お
よ
び
随
行
員
の
職
位
と
姓
名
、
必
要
な
晶

　
物
を
八
道
に
負
担
さ
せ
た
内
容
、
派
遣
後
の
通
儒
使
の
報
告
内
容
、
霞
本
か
ら
受

　
け
取
っ
た
書
契
や
国
書
、
日
本
か
ら
送
ら
れ
た
土
産
品
の
目
録
な
ど
で
あ
る
。
通

　
信
使
行
の
諸
般
業
務
の
処
理
手
続
き
と
方
法
な
ど
の
実
務
的
な
運
営
は
勿
論
、
使

　
行
の
経
済
的
な
部
分
を
も
含
め
、
通
信
使
行
に
対
す
る
全
貌
を
最
も
詳
細
に
記
録

　
し
た
も
の
で
、
朝
日
関
係
史
の
基
本
史
料
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
に
お
い

　
て
日
朝
関
係
史
の
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
史
料
を
使
い
こ
な
し
て
い
な
い
。

　
本
稿
で
使
っ
た
の
は
影
印
出
版
さ
れ
た
奎
章
閣
資
料
叢
書
錦
湖
シ
リ
ー
ズ
対
外
関

　
係
篇
『
通
信
使
謄
録
』
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
図
書
館
、
一
九
九
一
）
で
あ
る
。
詳
し

　
く
は
「
『
通
信
使
謄
条
幅
解
題
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
本
邦
朝
鮮
往
復
書
足
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
。

⑥
本
邦
朝
鮮
往
復
書
聖
。

⑦
本
邦
朝
鮮
往
復
書
論
。

⑧
本
邦
朝
鮮
往
復
書
聖
。

⑨
　
　
魍
同
文
彙
考
瞳
二
別
編
巻
四
倭
情
、
～
五
五
九
頁
。

⑩
『
清
太
宗
実
録
㎞
巻
之
五
十
九
崇
徳
七
年
三
月
戊
戌
（
二
十
九
日
）
条
。

⑪
『
同
文
彙
考
隔
二
巨
編
巻
四
直
情
、
一
五
六
〇
頁
。

⑫
『
清
太
宗
実
録
撫
巻
六
十
謙
徳
七
年
四
月
壬
午
（
一
日
）
条
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑬
噸
通
信
使
謄
録
㎞

　
（
一
七
～
一
九
頁
）
、

　
十
月
十
四
日
興
。

　
壬
午
正
月
十
一
曝
（
七
～
一
二
頁
）
・
二
月
十
三
日
条

隅
典
客
司
日
記
』
第
一
仁
祖
十
九
年
辛
巳
（
一
六
四
こ

⑭
『
清
太
宗
実
録
』
巻
六
十
四
崇
徳
八
年
三
月
甲
午
（
｝
日
）
条
。

⑮
『
同
文
黒
黒
』
二
軍
編
巻
四
倭
文
、
～
五
五
九
～
一
五
六
〇
頁
。

⑯
『
清
太
宗
実
録
』
巻
六
十
四
崇
徳
八
年
三
月
甲
午
（
一
日
目
条
。

⑰
　
　
『
岡
文
彙
考
』
　
二
　
…
別
編
…
巻
囮
一
倭
情
、
　
一
五
山
ハ
○
靴
下
。

⑱
　
B
本
史
の
分
野
に
お
い
て
、
江
戸
幕
府
は
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
積
極

　
的
に
中
國
大
陸
の
情
報
を
収
集
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
カ
。
蕗
匡
℃
．

　
↓
0
9
・
⑦
ミ
鷺
§
犠
b
愚
N
ミ
謹
曼
ミ
肉
ミ
セ
さ
魯
§
ミ
§
匂
牢
ぎ
。
①
8
口

　
d
混
く
の
引
墨
℃
冨
ω
ρ
お
Q
。
鼻
・
O
P
置
O
↓
八
丁
、
の
ち
日
本
語
訳
『
近
世
臼
本
の
国
家

　
形
成
と
外
交
吐
、
速
水
融
：
水
茎
洋
子
・
川
勝
平
太
訳
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
、

　
一
一
五
～
＝
二
〇
頁
）
。
北
京
↓
ソ
ウ
ル
↓
江
戸
と
い
う
ル
ー
ト
で
中
国
の
情
報

　
が
朝
鮮
経
由
で
日
本
に
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
一
方
、
日
本
情
報
も

　
逆
に
江
戸
↓
ソ
ウ
ル
↓
北
京
に
届
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

⑲
『
同
文
彙
考
㎞
二
別
編
巻
四
倭
情
、
一
五
六
〇
頁
～
一
五
六
一
頁
。

⑳
こ
の
｝
句
に
対
応
す
る
『
課
題
彙
岩
飛
の
記
述
は
「
宜
令
東
莱
府
御
腰
課
官
等

　
日
曜
勿
許
」
（
【
史
料
六
】
②
）
で
あ
る
。
門
史
料
六
嗣
の
文
脈
に
よ
る
と
、
こ
れ

　
は
議
政
府
の
命
令
で
あ
る
が
、
【
史
料
七
】
に
は
明
白
に
皇
帝
の
命
令
と
書
か
れ

　
て
い
る
。
こ
の
差
異
に
つ
い
て
は
今
後
の
考
察
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
、
朝
鮮
後
期
の
通
信
使
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
＝
ハ
〇
七
年
次
～
一
六
三
六
年
次
ま
で
の
三
回
の

回
答
雨
意
還
使
の
派
遣
は
、
朝
鮮
王
朝
が
宗
王
国
・
明
に
対
し
て
日
本
へ
の
使
節
派
遣
に
つ
い
て
意
向
を
尋
ね
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
朝
鮮

王
朝
側
が
主
体
的
に
判
断
を
下
し
え
た
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
明
・
朝
鮮
問
の
宗
藩
関
係
安
定
期
と
香
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
六
五
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五
年
次
～
一
八
＝
年
次
ま
で
は
、
朝
鮮
王
朝
は
心
不
王
国
・
清
に
対
し
て
日
本
へ
の
使
節
派
遣
に
つ
い
て
形
式
的
に
意
向
を
尋
ね
る
も
の
の
、

実
質
的
に
は
朝
鮮
王
朝
側
が
主
体
的
に
判
断
を
下
し
え
た
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
・
朝
鮮
問
の
宗
藩
関
係
安
定
期
と
雪
え
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
二
つ
に
挟
ま
れ
た
＝
ハ
四
三
次
の
通
信
使
の
み
は
異
質
で
あ
り
、
宗
主
国
（
清
）
の
実
質
的
な
意
向
を
受
け
て
か
ら
使
節
派
遣
が
決
定
さ

れ
た
。
続
く
～
六
五
五
年
次
は
、
そ
の
後
一
八
＝
年
次
ま
で
繰
り
返
さ
れ
る
発
情
碑
文
の
基
本
形
式
を
確
立
し
た
。

　
一
六
四
三
年
次
の
通
信
使
が
、
生
子
誕
生
祝
賀
の
使
節
と
し
て
特
別
な
政
治
的
動
機
に
も
と
づ
い
て
計
画
さ
れ
た
異
例
な
通
信
使
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
中
朝
関
係
史
の
観
点
か
ら
見
て
も
特
別
な
通
信
使
で
あ
る
。
仲
尾
宏
氏
は
、
労
祖
二
〇
年
（
一
六
四

二
）
六
月
～
二
日
付
「
崔
鳴
吉
の
上
種
」
に
よ
り
朝
鮮
側
の
今
ま
で
の
消
極
的
な
態
度
が
一
転
し
て
通
信
使
派
遣
の
動
き
を
加
速
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
②

指
摘
す
る
が
、
こ
の
年
次
の
通
信
使
派
遣
に
際
し
て
の
清
朝
の
指
導
性
も
ま
た
朝
鮮
王
朝
の
態
度
変
化
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
明
清
中
国
が
朝
鮮
王
朝
に
よ
る
通
信
使
派
遣
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
干
渉
し
て
き
た
か
に
つ
い

て
、
事
例
検
討
に
基
づ
く
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
一
九
世
紀

初
頭
に
か
け
て
、
宗
属
関
係
の
形
式
が
保
た
れ
な
が
ら
実
質
的
に
は
朝
鮮
王
朝
の
独
自
の
判
断
で
派
遣
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
思
う
。
そ
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types　of　cheek　plates　and　pendants，　f－shaped　cheek　plates，　sword－shaped

pendants，　cross－motif　oval　cheek　plates，　three－leaf　oval　pendants，　bell－shaped

cheek　piates，　and　beli－shaped　pendants，　tended　to　be　joined　by　stitched　and

textile　wrapped　straps．　Various　cheek　p｝ates　and　pendants，　which　were

adopted　from　the　3rd　stage　of　the　Late　Kofun　period，　tended　to　be　joined　by

many　types　of　straps．

1　therefore　concluded　that　the　change　in　strap　types，　which　were　used　to

join　cheek　plates　and　pendants，　was　linked　to　changes　in　maRy　other　metal

parts　such　as　cheek　bits，　strap　unions，　crupper　strap　unions，　and　pendants．

Furthermore，　1　concluded　that　the　historicai　background　of　this　change

involved　three　causes：　1）　the　changes　ln　the　systems　of　horse　trapping

production　and　distribution，　2）　the　mixture　with　many　new　types　of

imported　parts，　and　3）　the　changes　in　the　symbolic　systems　supported　by

decorated　horse　£rappings．

Joseon－Japan　Relations　as　lnformed　by　JoseoR　Missions

　　　　　　　　　　　　　　　to　Ming　and　Qing　China

by

CHENG　Yongchao

　　Joseon　missions　to　Japan（Ko．ノbseon：Tongsinsa）were　goodwill　missions

sent　intermittently　by　Joseon　Dynasty　Korea　at　the　request　of　the　Japanese

baleufu　authorities．　During　the　Edo　period，　these　missions　were　dispatched　to

the　Toliugawa　shogunate　12　times　between　1607　and　1811．　The　JoseoR

Dynasty　was　during　this　period　a　vassal　state　of　Ming　China　before　1637，

and　then　of　Qlng　China　after　163Z

　　In　consideration　of　the　early－modern　diplomatic　principie　in　East　Asia　that

“the　minister　of　a　prince　had　no　intercourse　outside　his　own　state”　（Ch．　Ren

chen　21ze　wztωαガ卿。人臣割句外交），　the　Joseon　Dynasty，　as　a　vassal　state，

should　have　been　prohibited　from　building　any　diplomatic　relationship　with

Tokugawa　Japan　without　the　permission　of　the　suzerain．　Nonetheless，　there

has　been　little　research　on　the　whether　and　how　the　suzerain－vassal

relatioBship　between　Mlng　and　Qing　ChiRa　and　Joseon　Korea　lmpacted　the

relationship　between　Joseon　Korea　and　Japan，　not　to　mention　the　impact　on
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Joseon　missions　to　Japan，　which　was　a　crucial　representation　of　the　good－

neighborly　relationship．　By　paying　close　attention　to　suzerain－vassal

relationships，　issues　concerning　the　Joseon　missions　to　Japan　may　be

examined　more　comprehensively．

猛thls　artlcle，　I　use　the　WaOjeong　lamun（Ch．　Woqing　Ziwen倭情碑文），

official　reports　on　the　Japanese　political　situation　that　were　sent　by　the

Joseon　dynasty　to　Ming　and　Qing　China，　as　a　case　study　to　offer　a　solution　to

this　problem．　The　MZaej’eong　Jamztn　have　previously　been　seen　as　an

effective　tool　for　addressing　the　issue　of　Joseon　Korea’s　relations　with　Qing

China，　and　of　great　significance　on　QiRg　China’s　policy　aRd　attitude　toward

Tokugawa　Japan．　Among　the　Waojeong　Jamun　are　some　on　the　preparation，

dispatching，　and　debriefing　of　Joseon　missions　to　Japan　that　contain　vital

clues．　After　decoding　the　reports　related　to　the　Joseon　missioRs　to　Japan，　it

is　clear　that　in　making　the　decision　to　dispatch　missions　to　Japan　from　1636

to　1811，　Joseon　Dynasty　officially　asked　for　Qing　China’s　permission．

However，　in　actuality，　the　Joseon　Dynasty　independently　made　the　deeision

to　send　missions　after　1655．　As　for　the　dispatching　of　lloedam－gyeom－

swaehwansa（Jp．　Kaito・ken－salthanshi麟答兼刷還使）from　1607　to　1624，　the

Joseon　Dynasty　officially　sought　Ming’s　approval　for　the　dispatch　of　missions

to　Japan；　however，　in　reality　they　began　all　the　preparations　and　even　sent

delegations　prior　to　sending　the　report　to　Ming　China，　which　indicates　that

the　report　had　gradually　become　a　mere　formality．

　　For　the　Joseon　mission　to　Japan　in　1643，　the　dispatch　was　decided

according　to　the　will　of　Qing　Emperor　HoRg　Taiji．　By　deciphering　three

reports　relating　to　the　1643　mission，　we　can　see　the　consistency　o’f　Hong

Taiji’s　deep　concerns　about　Japan　duriRg　his　reign．　Hong　Taiji　not　only

showed　strong　interest　in　Japan，　i．e．　an　intention　of　trading　with　Japan，

which　appeared　in　Namhansanseong　Treaty南部由詔諭in　1637　as　a　post－

war　settlement　of　the　Second　Manchu　invasion　of　Korea，　but　also　sent

mlnisters　to　the　Korean　House　in　Mukden溶館to　collect　intelligence　oR　the

Japanese．　Moreover，　Hong　Taiji　intended　to　utilize　Joseon　missions　to　Japan

as　a　channel　to　collect　Japanese　intelligence，　so　he　paid　special　attention　to

the　1643　mission　and　intervened　directly　in　its　dispatch．　The　Joseon　missioR

to　Japan　in　1643　has　been　regarded　as　exceptional　because　it　was　dispatched

for　the　birth　of　the　young　prince若君，　instead　of　the　succession　of　a　new

shogun，　which　was　the　reason　for　the　dispatch　of　other　Joseon　missions　to

Japan．　Thus　at　first，　the　Joseon　Dynasty　passively　dispatched　missions　upon

Japanese　request；later，　the　suggestion　of　Choe　Myeonggii崔i鳴吉is
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considered　the　main　reason　for　the　positive　change　ln　the　Joseon　court’s

attitude　towards　the　missions，　as　Nakao　Hiroshi　has　pointed　out　However，

this　article　envisions　the　sigRificant　role　played　by　Qing　China　as　the

promoter　of　the　JoseoR　Dynasty’s　missions，　particularly　the　1643　mission，　and

thus　how　this　missioB　embodied　the　relationship　between　Qing　China　and

the　Joseon　missions　to　Japan．
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